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は し が き

司法修習生 各位

本資料は、令和元年に作成された「検察終局処分起案の考え方」（令和元年

版）を改訂したものである。

基本的な考え方は、令和元年版と異なるものではないが、主に以下の2点に

ついて記述を補充ないし改めた。

1点目は、犯人性の検討対象事実の認定についての論述を補充し、犯人性検

討対象事実を犯人性検討の冒頭において認定すべきことを明記するとともに、

その認定プロセスに関する説明を補充した。検察終局処分起案では、発生した

「事件」の真犯人か否かの慎重な見極めを求めており、被疑者が「事件」の犯

人であることを示す間接事実を見いだし、その推認力を適切に評価するために

は、当該「事件｣、すなわち「犯人性の検討対象事実」がいかなるものであるか

を証拠によって具体的に認定することが肝要である。

また、検察終局処分起案では、その事実認定に当たり、どのような証拠に基

づき当該事実を認定したのかについて、その思考過程を論述することを求めて

いるから、認定プロセスに関する説明と共に記載例も参照されたい。

2点目は、犯罪の成否等の認定において、証拠評価の動かない客観的な証拠

を柱として検討するのを基本としつつ、客観的証拠がないような場合にも、供

述証拠の信用性を吟味し、的確に事実認定すべきことを明記した点である。検

察官が終局処分を行う上で客観証拠を重視すべきことは当然であるが、供述証

拠も事実認定において重要な役割を占めているから、その信用性検討の在り方

を十分に理解し、事案に応じた適切な立証方針を構築できるようになる必要が

あることを理解されたい。

当然のことながら､ 検察講義、検察起案、同講評等においては、司法修習生

が本資料を読了していることが前提とされる。司法修習生は、本資料を十分に

読み込み〈検察終局処分起案の考え方を理解されたい。

令和5年秋

早春の階段教室に 修習生の笑顔が並ぶ 佳き日を待ちながら
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第1章 総論

第1 捜査におけ･る検察官の職務と本書の位置付け

検察官は、事件発生後、捜査の初期段階から、法曹として捜査に携わ

り、警察等の関係諸機関と連携しながら、事案の真相を解明し、被疑者

について、終局処分（後記第2参照）を行う職務を担っている。

本書は、捜査終了時点において検察官が終局処分を行う際の思考過程

を分析し、司法修習生がこれを修得するための一助となることを目的と

して作成されたものである。

本書が示す検察終局処分起案の論述事項及びその順序（後記第2章参

照）は、この目的に即した内容となっており、検察実務における決裁

資料（後記第3章参照）とは異なる点もあることを付言する。

第2 終局処分の意義

「終局処分」とは、検察官が当該事件について必要な捜査を遂げた後

に、公訴を提起するか否かを最終的に決める処分をいう。

検察官は､ －部の例外を除いて公訴権を独占しており(起訴独占主

義）、実務においては、的確な証拠に基づき有罪判決が得られる高度の

見込みがある場合に限って起訴するという原則に厳格に従っている。検

察官は、犯罪の成立を認定すべき証拠がないことが明白な場合や、犯罪

の成立を認定すべき証拠が不十分な場合に公訴を提起しないことはもち

ろんであるが、犯罪の証明が十分であると認めた場合であっても、犯人

の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重等により訴追を必要としないとき

は､ 公訴を提起しないことができる（起訴便宜主義）。

法は、このように検察官に終局処分に関する重大な権限を与えている

が、もし、捜査における証拠の収集がずさんであったり、収集された証

拠の評価に誤り｡があれば、無実の者を処罰するおそれがあり、たとえ、

その者が裁判において無罪になったとしても、審判の対象とすることに

よって多大な苦痛を与えることになる。また、本来処罰すべき真犯人を

逃して処罰を免れさせることにもなってしまう。

したがって、検察官は、捜査を尽くして証拠の収集に努め、収集した

証拠の信用性を十分に吟味・検討し、的確な事実認定、法的評価及び情

状評価を行った上で、慎重にも慎重を重ねて、国民の良識にかなう適正

妥当な終局処分を行わなければならない。

第3 終局処分における検察官の基本的な考え方

1 検討すべき事項

（1）犯人性

審判の対象者､ すなわち、検察官が公訴を提起すべき対象者は、当

然のことながら「真犯人」でなければならない。検察官は、真犯人が
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処罰を免れることを許してはならず、他方、被疑者が真犯人でない場

合には、速やかに刑事手続から解放しなければならない。

したがって、終局処分においては、証拠に基づいて認定した事実を

基に、被疑者が真犯人か否かを慎重に見極めなければならない。

被疑者が自白している場合であっても、その自白は真犯人や共犯者

をかばうなどするための虚偽自白である可能性があるから、自白に基

づいて安易に犯人性を認定するようなことがあってはならない。

（2）犯罪の成否

検察官は、被疑者を真犯人と認定した上で、被疑者につき、いかな

る犯罪が成立するかを判断する。検察官は、犯罪事実について挙証責

任を負っており、被疑者や弁護人が争っているかどうかにかかわら

ず、原則として構成要件の全ての要素、その他の犯罪成立要件、訴訟

条件等を満たしているかどうかを、証拠に基づいて、慎重に判断しな

ければならない。

（3）情状関係

被疑者につき、公訴を提起する場合又は起訴を猶予する場合には、

犯罪事実固有の事情、一般予防や特別予防の点から考慮すべき事情な

どを総合考慮し、被疑者の犯した犯罪行為にふさわしい刑事責任を考

えなければならない。

検察が目指すのは、事案の真相に見合った、国民の良識にかなう､

相応の処分、相応の科刑の実現であるから、被疑者に不利な情状のみ

ならず、有利な情状についても十分考慮することが必要である。

2 検討の視点

（1）客観証拠の重視

供述証拠は、知覚、記憶及び表現の各段階に誤りが入り込む危険が

あるが、客観証拠（例えば、指掌紋、足跡、血痕等）は、過去の事実

の明確な痕跡として存在しており、前記各段階を経ないため、供述証

拠特有の前記危険はない｡ したがって、検察官としては、客観証拠を

事実認定の証拠構造の基礎に据えるべきである。

もっとも、被疑者の犯行場面そのものを記録した防犯カメラ映像等

を除くと、客観証拠によって直接認定される事実は、通常断片的なも

のであり、それ自体が被疑者の犯行を直接語ってくれるものではな

く、当該客観証拠からどのような事実が認定でき、そこからどのよう

なことが推認できるかについては、供述証拠を含む他の証拠も踏まえ

て慎重に判断する必要がある（例えば、犯行現場から被疑者の足跡が

発見されても、それだけでは、被疑者が犯行現場に立ち入ったことが

あることが認定できるだけであり、被疑者が、いつ、どのようにして

犯行現場に立ち入ったかまでは明らかではなく、被疑者の犯人性を直

接立証する証拠とはならない。）。したがって、客観証拠であるから

といって、これを過信してはならず、当該客観証拠の射程を見極め、
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適切に評価することが重要である。

(2)供述証拠の重要性及びその信用性の吟味

客観証拠は、必ずしも被疑者の犯行を直接語るものではないことか

ら、供述証拠も含めて判断することによって初めて被疑者の犯行が明

らかになることも多く、供述証拠も事実認定において重要な役割を占

めている。

例えば、犯行目撃者の供述や被疑者の自白などの供述証拠は、その

体験内容が真実である場合には、強い証明力を有する。

一方で、前記のとおり、供述証拠は、誤りが入り込む危険性やそも

そも虚偽である可能性があり、その信用性については、他の証拠との

整合性、供述内容、供述過程、供述人の立場等を踏まえて、慎重に判

断する必要がある｡

供述証拠のうちでも、共犯者供述には、自己の責任を軽くしようと

して他の者を共犯者として引き入れたり、真犯人をかばうなどするお

それが、被疑者供述には、自己の責任をわい小化したり、真犯人をか

ばうなどするおそれが、それぞれ類型的に存在することから、まず

は、共犯者・被疑者供述以外の供述証拠の信用性を検討し､ その上

で、共犯者・被疑者供述につき、他の証拠との整合性なども踏まえ

て、その信用性を判断すべきである。

なお、供述証拠の信用性を判断する場合、一人の者の供述の一部に

ついて、その信用性に疑問を抱かせる事情がある場合には、自己の認

定に沿う他の供述部分のみを捉えて安易に信用性を肯定してはならな

い。その者の供述の一部の信用性への疑問が供述全体の信用性を否定

するには至らないとする合理的理由があるかどうかを慎重に判断すべ

きであって、いわゆる「いいとこ取り」の認定とならないよう留意す

べきである。

(3)消極証拠の慎重な検討

消極証拠とは、犯人性や犯罪の成立を否定する方向を指し示す証拠

であり、犯人性に関する消極証拠の典型はアリバイである。

犯人性や犯罪の成立を肯定する方向を指し示す積極証拠が存在する

からといって、消極証拠を自己の認定を阻害するものとして無視又は

軽視するようなことは決してあってはならない。

消極証拠が存在する場合には、当該証拠が真実を示しているものか

どうか､．仮に真実を示す場合には、それが被疑者の犯人性や犯罪の成

立についての事実認定を阻害するものでないかどうかを、他の証拠に

照らして慎重に検討することが必要である。

(4)事案の全体像の把握

事実認定を行うに当たっては、個々の証拠の証明力の分析だけでは

十分でない。証拠から判明した事実を単に平面的、時系列的に並べる

のではなく、全体の証拠の中で、個々の証拠がどのような証明力を持
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つのか、個々の証拠を総合的に評価すればどのような事実が認定でき

るかなどを検討し、当該事案の全体像を把握しておくことが重要であ

る。

【参考】＜検察官から見た刑事手続＞
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第2章 司法研修所における検察終局処分起案

第1 検察終局処分起案で論述すべき事項及びその順序

検察終局処分起案では、検察修習記録に基づき、送致された被疑者に

つき起訴又は不起訴の終局処分を決定する。起訴を相当と認めるときは、

起訴状に記載すべき公訴事実並びに罪名及び罰条を記述する。これに対

し、不起訴を相当と認めるときは、不起訴裁定書に記載すべき事実、罪

名及び裁定主文を記述する。

いずれの場合でも、決定した処分につき、その決定に至る思考過程を

論述することになる1．その際に論述すべき事項及びその順序の全体像

は、以下のとおりであるが、個々の起案においては、起案実施時に配布

される「起案要領」で求められる事項を論述することになる2．

1 犯人性（共犯事件では、被疑者ごとに検討）

(1) 間接事実（被疑者の犯人性を直接証明することはできないが、これ

を推認させる事実）

（2） 被疑者・共犯者の供述を除く直接証拠（被疑者の犯人性を直接証明

することができる証拠）

（3）犯人性に関する共犯者供述

（4）犯人性に関する被疑者供述

（5）総合評価

2 犯罪の成否等

〔単独犯事件の場合〕

（1）構成要件該当性

ア 客観面

イ 主観面

（2）．違法性、責任、訴訟条件

（3）罪数関係

（4）その他の犯罪の成否

‘決定した終局処分の内容と、思考過程の論述内容との間に整合性が求められるのは当然である

（例えば、詐欺罪において公訴事実に示した欺閤内容と、「犯罪の成否」の構成要件・客観面で認

定した欺岡内容とが相違することは許されない。これでは思考過程を示したことにはならないから

である）。

2起案の出題形式としては、論じるべき思考過程に限定を加えずに上記本文1～3の全ての論述を

求めるもの、「上記処分決定に至る思考過程のうち、 ～について記述すること。」などの形式で、

上記本文1～3のいずれかの論述は求めないとするもの（例えば、犯人性の検討を不要とするもの、

被疑者2名の事案において、犯人性ではうち1名につき検討すれば足りるが、犯罪の成否等では共

謀の成否を含め被疑者両名の罪責につき検討を求めるもの、情状及び求刑のいずれか又は双方の検

討を不要とするもの、犯人性検討に際し、一部の間接事実について記載不要とするもの）などがあ

り得る。なお、起案の負担軽減の観点から、一部の供述調書については、その信用性に関し記述す

る必要はなく、信用性があるものとして事実認定に供してよい場合がある。これらに加え、 刑事手

続に関する問題等が小問として出題されることもある。いずれにせよ、起案の出題内容は、起案実

施時に配布される「起案要領」に示される。本書の記載と起案要領の記載との間に甑溌がある場合

には、起案要領の記載が優先される。
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〔共犯事件の場合〕

（1）構成要件該当性

ア 客観面

， イ 共謀の成否

ウ 実行行為が共謀に基づくものであること・

エ 主観面

（2）違法性、責任、訴訟条件

（3）罪数関係

(4)その他の犯罪の成否 、

3 情状関係及び求刑意見

（1）被疑者に不利な事情

（2）被疑者に有利な事情

（共犯事件では、被疑者に共通する事情と被疑者ごとの個別の事情に

分けた上､ それぞれの中で不利な事情と有利な事情を区別して検討）

（3）求刑意見

第2 終局処分の記述に関する留意事項

1 公訴事実の記述に関する留意事項

公訴事実の記述については、検察講義案.(令和3年版）の該当部分3を

参照するほか､ 以下の点に留意されたい。重要なのは、犯罪構成要件に

該当する具体的事実を訴因特定の見地から過不足なく示すことである。

(1)犯罪の日時

できる限り特定して記述することを要するが、一定の幅が生じるこ

とがやむを得ない場合があるので、「○年○月○日午後○時○分頃」

などと｢頃」を付記する。証拠関係によっては、「○年○月○日頃」

「○年○月上旬頃」「○年○月頃」などと記載する場合もある。「○

年○月○日頃から同月○日頃までの間」などと、始期と終期を示して

特定する場合もある。

（2）犯罪の場所

路上のように地番まで付されていない場所については、直近の地番

を用い、「○○番地付近路上」「○○番地先交差点」などと表示する。
都道府県名は、道府県庁所在地及び政令指定都市につき、その記載

を省略するのが通例である。

（3）犯罪の客体

被害者は、氏名を記載することにより特定し、特にそれが意味を持

っ場合を除いてその職業く肩書き等を記載しない。

3検察講義案（令和3年版）第3章第2節第1，1 (2)「公訴事実」（83頁以下）及び同付録第6 ｢起
訴状等の記載例」（253頁以下）。
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生命・身体に対する罪、強盗罪、不同意性交等罪、詐欺罪（特殊詐

欺等）、恐喝罪等、被害者の年齢が一定の意味を持つ場合には、被害

者の年齢を記載する。この場合、被害者の氏名に続けて括弧書きで記

載するが、被害者が生存しているか、死亡しているかを問わず、

「（当時○○歳）」として被害当時の年齢を記載することとする。

窃盗罪、強盗罪等、被害金品の占有の所在が意味を持つ場合には、

所有権の有無に応じ「所有」又は「管理」を区別して用いる。また、

財産犯の被害金品については、現金、有価証券類、その他の物品を区

別し、現金以外の物品については、点数及び時価等の合計額を明示す

る。

（4）犯罪の手段、方法

凶器等を特定して記載するが、それが押収されている場合であって

も、領置番号（符号）などの記載は起訴状一本主義の要請から記載す

べきでない。凶器等の正式な名称や個数の表記等については、押収関

係書類により確認する。

(5) 犯罪の行為、結果等

実行行為と結果を簡潔に記載し、かつ、「よって」という文言など

を用いて、その因果関係を明らかにする。なお、「もって」は公訴事

実の最後で法的評価を示す際に用いる。

傷害の結果に関し、傷病名が多数ある場合には､ 主たる傷病名を記

載し、その他の傷病名の記載を省略して、末尾に「等」を付記するの

が一般的である。 ．

「加療」「全治」等のいずれで表記するかは、診断書等の表記に従
うのを原則とする。なお、受傷日と診断書作成日が異なり、期間の起

算日が診断書作成日からとなっている場合には、受傷日からの期間を

算出する。

（6）動機

検察終局処分起案では、動機は原則として記載不要である。

（7）その他

併合罪関係にある複数の事実は、事実ごとに「第1・・・」「第

2．．．」と分けて記載する。

2 罪名及び罰条の記述に関する留意事項

罪名及び罰条の記述については、検察講義案 (令和3年版）の該当部

分4を参照されたい。なお、検察終局処分起案では、法令の改廃の有無に

かかわらず、現行法令を適用することにしているので、事件当時の法令

の適用の有無を考慮する必要はない。

3 不起訴処分をする際の記述に関する留意事項

■

4検察講義案（令和3年版）第3章第2節第1，1(3)「罪名及び罰条」（89頁以下）。なお、罪名

は、原則として、検察講義案（令和3年版）付録第3「罪名表」（239頁以下）に記載されている
「実務で使用されている罪名」を用いる。
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送致事実につき、公訴を提起しない処分をする際は、不起訴裁定書に

記載すべき事実、罪名及び裁定主文を記述する5。なお、不起訴裁定書に

記述すべき事実の記述要領については、前記第2の1を参照されたい6．

不起訴裁定書の主な裁定主文は、以下のとおりである7．

(1)起訴猶予

被疑事実が明白な場合において、被疑者の性格、年齢及び境遇、犯

罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないとき

にする処分をいう。

(2)嫌疑不十分

被疑事実につき、犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なときにす

る処分をいう。

(3)嫌疑なし

被疑事実につき、被疑者がその行為者でないことが明白なとき、又

は犯罪の成否を認定すべき証拠のないことが明白なときにする処分を

いう。

(4)罪とならず

被疑事実が犯罪構成要件に該当しないとき、又は犯罪の成立を阻却

する事由のあることが証拠上明確なときにする処分をいう。

(5)：親告罪の告訴の欠如．無効．取消し

親告罪について、告訴がなかったとき、無効であったとき、又は取

り消されたときにする処分をいう。

第3 犯人性の論述に関する留意事項

1 犯人性検討の意義

犯人性とは、「被疑者が当該事件の犯人か否か」の問題である。「事

件と被疑者との結び付き」「犯人と被疑者との同一性」とも言われる。

検察官が起訴すべきは真犯人である。検察終局処分起案では、その重要

性に鑑み、犯人性の論述を他に先行して行うことを求めている8．

5送致された被疑者につき、複数の送致事実の一部（併合罪中の一部の事実など）を起訴する場合、

検察終局処分起案上は、不起訴とした事実について不起訴の裁定をする必要はないこととする。こ

の場合、不起所とした事実については、「その他の犯罪の成否」の項など、適宜の箇所で、不起解

とする理由を論述する。

6検察講義案（令和3年版）第3章第2節第2，2(2)ク「事実及び理由j (112頁以下）及び同第1，

1(2)「公訴事実」（83頁以下）参照。

7不起訴処分を決定した思考過程として論述する内容は、裁定主文によって異なる。「起訴猶予」

の場合には、犯人性、犯罪の成否等及び情状の全てを論述する。「嫌疑不十分」の場合は、犯人性

が認められないことを理由とするときには、犯人性までの論述で足り、犯人性は認められるが故意

が認定できないことを理由とするときには、構成要件該当性・主観面までの論述が必要となり、い

ずれの場合でも、情状の論述は不要となる。

eなお、検察終局処分起案で検討を求めているのは、「送致された被疑者」の犯人性である。実務

では、送致された被疑者のみならず、送致されていない者も視野に入れて捜査を行うが、検察終局

処分起案としては、「送致された被疑者」の犯人性を検討することで足りる｡
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なお、終局処分時点での証拠評価に当たっては、被疑者の自白9を除い

た証拠によってどこまでの事実が認定できるかという観点が重要となる。

終局処分の時点で被疑者が犯人性を認めていても、否認の場合と同様に、

犯人性の検討は慎重に行う必要がある。検察終局処分起案でも、被疑者

が犯人性を認めているからといって、犯人性の論述を省略あるいは簡略

化してよいということにはならない。

2 犯人性の検討に関して論述すべき事項及びぞの順序

（1）論述順序

犯人性の論述に当たっては、被疑者が当該事件の犯人か否かを、証

拠に基づき論述する必要がある。検察終局処分起案における犯人性の

論述では、犯人性の要証事実が「被疑者が『当該事件』の犯人か否

か」であることから、まず、『当該事件』がいかなる事件であるのか

を認定することが求められる（以下、この『当該事件』のことを「犯

人性の検討対象事実」という。）。

その上で、被疑者の犯人性を直接認定できる「直接証拠」がある場

合でも、まずは、被疑者の犯人性を推認させる「間接事実」を証拠

（この場合の証拠を「間接証拠」又は「情況証拠」という。）から認

定し、認定した間接事実からいかなる推論を用いて被疑者の犯人性を

推認したのか、また、その推認できる程度（推認力の程度）はどれく

らいかを論述することが求められる'0.．

加えて、被疑者・共犯者供述の信用性を、それ以外の証拠の信用性

を検討した後に検討することについては前述のとおりである。

I

，共犯事件では、更に共犯者の自白。

'0もとより、直接証拠から論じ始めるか、間接事実（間接証拠）から蹄じ始めるかは、一義的に決
定できる問題ではない。個々の間接証拠から認定できる間接事実の相当数は、直接証拠の信用性を

検討する際には補助事実として機能し得るから、どちらから論じ始めても､ 検討する内容は実質的
には異ならないとの立論も可能である。また実際、直接証拠がある場合には、直接証拠の検討から

入る方がより直裁的かつ実務的とも言い得る。

しかしながら、証拠関係が流動的な捜査段階における犯人性の認定については、間接事実を補助

事実として用いる場合、ともすれば、間接事実の評価が、直接証拠が指し示す方向に流れるおそれ

もないではない。すなわち、直接証拠が被疑者の犯人性を示すものであった場合には、間接事実か

らの推論が犯人性を認める方向性に流れてしまい、他の推論の可能性、つまり反対仮説の成立可能

性の検討がないがしろにされる可能性もなしとはしない。

また、直接証拠の中には、防犯カメラ映像等の非供述証拠も存在するが、実務上多く見られるの

は被害者や目撃者等の供述であろう。これら供述の信用性については厳格に検討する必要があり、

検討の結果、問題がないと判断できた場合でも、公判で供述が後退したり、当該供述者が公判廷へ

の出頭に消極的であったりした結果、立証が困難となる可能性を否定できない。直接証拠が存在し、

それに一定の信用性が認められる事案であっても、安易にそれに頼ることなく、間接事実、その中

でも特に証拠物等の非供述証拠を中軸とする間接事実による立証を検討するのが、より慎重な検討

姿勢といえよう。

そこで、検察終局処分起案における被疑者の犯人性の認定については、慎重な事実認定と確実な

立証を期するという見地から、証拠から直接認定できる事実はどこまでかという証拠の射程を意織・

した上で、どのように間接事実を認定し、その認定した間接事実からどのような推論を用いて被疑

者の犯人性を認定したのかという思考過程を明示することを主眼に置き、直接証拠の有無にかかわ

らず、間接事実の検討から論じ始めることを求めている。
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そして、認定した間接事実を総合的に評価した上、直接証拠、共犯

者供述及び被疑者供述も踏まえて、犯人性が認められるかを総合的に

評価することが求められる。

以上のとおり、検察終局処分起案では、犯人性の検討に関して論述

すべき事項及びその順序を、①犯人性の検討対象事実、②被疑者が犯

人であると推認させる間接事実、③被疑者が犯人であると直接認定で

きる直接証拠、④共犯者供述、⑤被疑者供述、⑥総合評価としている。

(2)犯人性の検討対象事実として論述すべき事項

ア 意義

前述のとおり、犯人性の要証事実は「被疑者が『当該事件』の犯

人か否か」であることからすれば、被疑者が犯人であるこ･とを推認

させる間接事実を考える上で、「『当該事件』がいかなる事件であ

るか」、 すなわち、犯人性の検討対象事実を認定することが必要で

ある。

犯人性の検討対象事実を論ずることの意義は、仮に犯人性の検討

対象事実を正確に捉えることができなければ、どの事件の犯人性を

検討しているのかが不明確となり、間接事実を適切に把握できない

ばかりか、間接事実と事件のつながりを的確に把握することもでき

ず、ひいては、間接事実の評価を誤り、真犯人を取り逃す事態にな

りかねないという点にある''・

イ 論述すべき事項 ．

（ｱ）認定した犯人性の検討対象事実の概要 ‘

認定した犯人性の検討対象事実の概要について、「犯人が、い

つ、どこで、何をした」という形で、六何の原則( 5W1H)に
留意しながら、間接事実の検討に必要な限度で、証拠に基づいて

論述する。

なお、犯人性の検討対象事実にいかなる事実まで含ませて論述

すべきかは事案に応じて異なるところ、犯人性の検討対象事実が

間接事実を適切に抽出するために必要なものであるとの観点から

すれば、間接事実との関係で意味を持つ事実'2を盛り込むことが

考えられる。

（ｲ）認定プロセス

i 犯人性の検討対象事実の直接証拠がある場合については、（ｱ）

の犯人性検討対象事実の概要を論述した上、それに続けて、括

'］なお、犯人性の検討対象事実と公訴事実の関係を付言すると、公訴事実は、犯人性の検討対象事
実の認定、被疑者が犯人であることを示す間接事実の検討、犯罪の成否の検討という思考過程を経

た後、訴因の特定の見地等から、犯人性の検討対象事実に構成要件的評価を加えた事実を記戦した
ものということになる。

'2例えば、犯人性の「間接事実」の検討において、′｢事件・犯人側の事情」となるもの。
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弧書き等で、概要の認定根拠となった直接証拠を引用すれば足

りる'3。

犯人性の検討対象事実の直接証拠としては、傷害事件のよう

に、被害者が生存していて犯行の一部始終を目撃している場合

の被害者供述、これらの犯行を目撃した者の供述等が想定され、

これらの供述から犯人性の検討対象事実の大部分を認定できる

場合が多いと考えられる。

、 一方、犯人性の検討対象事実の直接証拠がない場合（例えば、

被害者が死亡し、かつ、目撃者が存在しない殺人事件の場合や、

住人が留守の間に敢行され、目撃者がいない空き巣事件等）で

は、犯人性の検討対象事実を単一の証拠から容易に認定するこ

とができないことが多い。このような場合、犯行時刻、犯行場

・所、犯行態様等を具体的な証拠に基づき丁寧に認定し、前記の

犯人性検討対象事実の概要で示した結論を導くのに必要な事実

及びその結論に至った思考過程を論述する必要がある。

例えば、犯人が被害者を刺殺した事件、すなわち、「通行人

が公園内に血まみれで倒れていた被害者を発見して119番通報

し、搬送先の病院で被害者の死亡が確認され、被害者の司法解

剖の結果、背部の刺創からの出血により死亡したことが判明し

た。」という事件を例にとって説明する。

犯行時刻は、一般的に被害者が最後に生存している様子が確

認された日時から被害者の死体が発見された日時までの間に被

害者は殺害されたと考えられるところ、これらの日時に加えて、

被害者の死亡推定時刻等を加味するなどして認定することにな

ろう。

犯行場所は、死体発見場所の状況、同所における血痕の遺留

状況や人が争った形跡の有無等から被害者が殺害された場所を

認定することになろう。

犯行態様は、死体に残された創傷の形成原因や成傷器に関す

る司法解剖医の供述に加え、例えば、犯行現場付近に遺留され

た刃物に被害者の血液が付着しているか否か、同刃物の形状が

前記成傷器と整合するか否か等を加味して認定することになろ

う。

また、これらの犯行態様等を明らかにすることによって、当

該事件が自然現象等ではなく、犯人が行った「事件」であるこ

とも認定することができよう。

留意点ウ

l3なお､ 当該直接証拠が供述である場合、供述の信用性検討の項目等において、その信用性を論述

する必要がある。
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（ｱ）犯人性の検討対象事実の認定は、犯人性検討のために行うもの

であり、「犯罪の成否」に先立って検討するものであるから、犯

人性の検討対象事実の論述においては、構成要件的評価を加える

、 前の社会的事実として論述する必要がある（注11参照。例えば、

窃盗事件において「財布1個を窃取した」ではなく､ 「財布1個

を持ち去った」とする等）。

（ｲ）終局処分の時点での犯人性に関する証拠評価に当たっては、被

疑者及び共犯者の供述を除いた証拠によってどこまでの事実が認

定できるかという観点が重要であることから、犯人性の検討対象

事実を認定する際にも、取調官に対する被疑者及び共犯者供述を

用いない"。

（ｳ）犯人性の検討対象事実の認定において、直接証拠がある部分と

、ない部分が混在する場合もあるが、直接証拠がある部分について

は、当該事実を認定する:に至った思考過程を論述する必要はなく、

当該部分について概要の論述に続け、括弧書き等で認定の根拠と

なった直接証拠を引用すれば足りる（例えば、「加療期間につき、

7/l診」等）。

倒 犯人性を検討する対象となる事件が複数にわたる場合であって

も、日時場所が近接するなどして同一犯人による一連の犯行であ

ると認められるのであれば、その認定の思考過程を示しつつ、犯

人性の検討対象事実を一括して認定してよい。

他方、日時場所が異なるなど、同一犯人による一連の事件とは

直ちに認めがたい（別人による犯行である可能性が認められる）

場合には、犯人性を検討する上では、別個の社会的事実と捉えて、

各別に犯人性を検討することになる。

(3)間接事実として論述すべき事項

検察終局処分起案では、間接事実の論述は

ア 認定した間接事実の概要

イ 認定プロセス

ウ 意味付け

の項立てで論じることが求められる。思考過程におけるそれぞれの

位置付けは、以下のチャート図のとおりである。

'4それに伴って、犯人性の検討対象事実の直接証拠がない場合には、犯行日時、犯行場所、犯行態
様等を絞り込むことが難しくなることがあるが、具体的な証拠関係を基礎として、できる限り特定
すれば足りる（第6記載例(48頁)参照）。
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ア 認定した間接事実の概要

被疑者の犯人性を推認させる事実として認定した間接事実の概要

を簡潔に示す。被疑者と事件・犯人が結び付くことや、その結び付

きの強さが一見して分かるように事実を端的にまとめて摘示する必

要がある'5．

被疑者の犯人性を推認させる間接事実を抽出する際の着眼点とし

ては、一般的には以下のものが考えられる。

① 事件現場等における遺留物・遺留痕跡（指掌紋、足跡、血痕、

体液等）と被疑者との結び付きを示す事実

② 事件に関係する物品等（犯行供用物件、被害金品等）と被疑

者との結び付きを示す事実

③ 犯人の特徴（容貌、体格、年齢、服装、所持品その他の特

徴）が犯行当日の被疑者の特徴に合致ないし酷似する事実

④ 被疑者に事件を実現する機会があった事実（被疑者が犯行時

に犯行現場にいた事実、犯行前後に犯行現場又はその付近にい

た事実〔いわゆる「前足・後足」〕）

⑤ 被疑者が事件を実現することが可能であった事実（犯行遂行

能力、技能、土地鑑、金品管理等の立場、被害者と被疑者との

関係等）

'5強取品の近接所持を例にとると、 ｢被疑者が、本件犯行直後に、犯行現場付近の路上で、被害品

である腕時計1個を所持していたこと」などの記述が想定される。このうち、「被疑者が被害品を

所持していたこと」が、被疑者と事件・犯人との結び付きを示す事実であり、「それが犯行直後か

つ犯行現場付近であったこと」が、その結び付きの強さを示すものである。
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⑥ 犯行前後における被疑者の事件に関する言動

犯行前 （犯行準備、犯行計画､ 罪証隠滅のための布石、逃亡

準備、犯行の事前打ち明け等）

犯行後 （犯行による利益の享受〔犯行以外の原資が不明の現

金所持､ 借金返済等を含む｡〕、有罪意識の表明

〔罪証隠滅、アリバイエ作、逃亡等〕、犯罪による

知識の表明〔犯行の打ち明け等〕）

⑦ 被疑者に事件の動機・目的となり得る事情があった事実

なお、犯人性を推認させる間接事実は、複数指摘できることが通

常であろうが、その場合は､ 推認力が強い順など、間接事実が持つ

立証上の重要性に応じた順序で論じるのが一般的には望ましいとい

えよう。推認力が極めて乏しい間接事実については、指摘する必要

はない'6．

イ 認定プロセス

どのような証拠からどのような思考過程を経て犯人性の間接事実

及びその推認力の判断に必要な事実を認定したのか、その認定プロ

セスを示す'7．当該間接事実を特定の証拠により直接認定できる場

合には、その旨論述すれば足りる。一方、そのような証拠がない場

合には､ 証拠によって認定した下位の間接事実（再間接事実）を総

'6動機については、初動捜査の場面で犯人絞り込みの重要な着眼点となり得るが、それ単体では、

犯人性を示す推認力は乏しいこと が多いと思われる。ケースバイケースであるが、例えば、「被疑

者が金に困っていた事実」は、財産犯の動機となり得る事実であるが、金銭に困っていない者でも

財産犯を犯し得るし、金銭に困っている者が必ず財産犯を犯すわけでもない｡また、 「財産犯を犯

す者の多くは金銭に困っている者である」とは経験的に言えるとしても、金銭に困っているのは被

疑者だけではなかろう。被疑者以外の者が犯人であるとの反対仮説が十分成り立ち得るので、それ

単体では、被疑者の犯人性を示す推認力は乏しいと言わざるを得ない（ただし、動機の不存在が犯

人性を否定する事情として働き得るとき、これを打ち消す事情としては機能し得る）。
'7強取品の近接所持を例にとると、「本件は、令和○年5月5日午後7時頃、○県○市○番地先路

上で、犯人が、丙野三郎.(以下「v」と略記する。）に果物ナイフ様の刃物を突き付けて金品を要

求し、Vから、Vが使用していた使い古しの腕時計1個を奪った事案である（5/5害、5/5VKS) ｡

Vの通報を受け、上記路上付近で犯人の検索に当たっていた警察官は、同日午後7時20分頃、上

記路上から約100メートル離れた同市△番地先路上で、犯人の人着に類似した被疑者（以下「A」

と略記する。）に職務質問をした。職務質問に伴って行われた所持品検査の際、Aは、ズボンの右
前ポケットの中に、腕時計1個を所持していた（5/5報〔職務質問〕）。同日、V本人に同腕時計を

示した際Vにおいて、革バンドのすり減り具合やガラス面の傷の痕跡等の点で同腕時計と被害品の
腕時計の特徴が一致するため同一である旨供述していることから（信用性については後述）、Aが所

持していた腕時計が被害品の腕時計であると認められる（5/5害確）。」などの記述が想定される。

このように、犯人が奪った腕時計（事件・犯人側の事情）とAが所持していた腕時計(A側の事

情）との同一性に関する検討を丁寧に行えば、事件と被疑者との間に結び付きがあることを具体的
に浮かび上がら･せ、Aが事件と近接した日時場所において、「強取品」を所持していたという間接
事実の内容を、認定プロセスで分かりやすく記述することができるだろう。

なお、検察終局処分起案では、証拠の引用をする際には、他の証拠と職別できる程度に適宜略記
して差し支えない。被疑者を「A」、被害者を「V」、検察官調書を「PS」、警察官調書を「K

S」などとするのが一般的である。その他の証拠についても、検察講義案（令和3年版）付録第9
の3の略語表（307頁）と同程度に略記してよい。被害者作成の令和○年5月5日付け被害届は

「5/5害」、司法警察員○○作成の同日付け捜査報告書（被疑者に対する職務質問の状況について）
は「5/5報（職務質問）」など。
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合的に考慮し、推論を用いて当該間接事実を認定しなければならず、

その推論の過程も論述する必要がある。その際、証拠から直接認定

できる事実はどこまでかという証拠の射程を意識した上で、認定し

た下位の間接事実（再間接事実）からどのような推論を用いて当該

間接事実を認定したのか、その認定プロセスを具体的に記載するこ

とが求められる。

また、間接事実を検討する際には、下位の間接事実（再間接事

実）が「事件・犯人」側か「被疑者」側のいずれに結び付くものか

を意識して検討することが有用である。

(ｱ）その他認定プロセスを示す際の留意点

犯人性の論述においては、認定された犯人性の検討対象事実と

の結び付きを有する犯人が誰なのか、ひいては、その犯人が被疑

者であるか否かを検討することが重要である。

その際、事件現場等における遺留物・遺留痕跡や、事件に関係

する物品などといった証拠物等と、検討対象となる事件や犯人の

結び付きについても十分に検討する必要がある。例えば、前述の

事件において、被害者が倒れていた場所の近くに鋭利な包丁が落

ちているのが発見されたのであれば、その包丁が犯行に使用され

た凶器と同一であるかどうかを検討する必要があろう。この点に

ついて、例えば､ 被害者の創傷の状況から推定される凶器の形状

等とその包丁が矛盾せず、鑑定の結果、その包丁に付着していた

血痕様のものが被害者のDNA型と一致する人血であることが判

明したような場合は、犯人が被害者を刺した凶器が正にその包丁

と同一であると認定できよう（この点については、犯人性の検討

対象事実の項目において、犯行態様の一部として、当該刃物を凶

器として用いたことを論述し、間接事実の「事件・犯人側の事

情」と‘してこれを引用することも可能である。）。

その上で、その包丁から採取された指紋が､ 照合の結果、被疑

者の指紋と一致することが判明したような場合、犯行に使用され

た凶器に被疑者が触れていた事実を認定することができ、このよ

うな事実は、被疑者の犯人性を推認させる間接事実となる（前記

ア記載の着眼点①）。

そのほか、被疑者方の捜索で押収された着衣に血痕様のものが

付着していて、それが人血でDNA型が被害者のものと一致した

こと（同②）、被疑者が犯行前後に公園内で目撃されていたこと

（同④6 目撃された者が被疑者であるかどうかの認定に当たり、

同③を併用することもあり得る）、被疑者が被害者と知り合いで、

犯行時に公園に呼び出すことが可能かつ容易であったこと（同

⑤）、犯行前に被疑者と被害者との間に深刻なトラブルがあり

（同⑦）、被疑者が周囲の者に被害者の殺害を予告していたこと
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（同⑥）、被疑者が犯行直後に周囲の者に被害者を殺害したこと

を告白していたこと（同⑥）などの事実が証拠により認定できれ

ば、これらはそれぞれ、被疑者の犯人性を推認させる間接事実と

なり得る。

あとは、これら間接事実のそれぞれにつき、推認力の評価（強

弱の程度）に関する判断を適切に行い、項を分けるなどしながら、

取捨選択の上で論述することになる'8．

検察終局処分起案において、間接事実の推認力を評価する上で

必要な事実、すなわち反対仮説の現実性 ･合理性を検討する上で

必要な事実は、あらかじめ「認定プロセス」において認定してお

くことが求められる。一方、「意味付け」では、そうした事実の

認定ではなく、「認定プロセス」において認定した事実を前提と

した評価を行うことが求められる。例えば、「犯行現場に被疑者

の指紋が付着していたこと」を間接事実として認定した場合、反

対仮説として､ 「犯行とは別の機会に指紋が付着した可能性」が

考えられるところ、指紋の付着時期を示す事実は、当該反対仮説

の現実性・合理性を検討する上で必要な事実となるため、あらか
じめ「認定プロセス」において認定し、「意味付け」では、それ

を前提とした評価を行うこととなる。

(ｲ）取調官に対する被疑者・共犯者供述は認定根拠に用いない

検察終局処分起案では、犯人性を推認させる間接事実の認定に

当たっては、その認定根拠として取調官に対する被疑者・共犯者

供述は用いないこととする。これは、被疑者 ･共犯者供述を除い

て犯人性を検討するという前記第3の1の趣旨を徹底させるため

・である。

なお、被疑者が取調官に凶器の所在を供述し、その供述に基づ

いて捜索が行われた結果、凶器が発見されたような場合には、前

記ア記載の着眼点⑥で示した「犯罪による知識の表明」に当たり、

間接事実として意味を持ち得るが、取調官に対する被疑者供述は

認定根拠に用いないとした検察終局処分起案上のルールに従い、

これを間接事実として記述する必要はないこととする'9.

(ｳ）認定根拠に用いる供述証拠の信用性検討

18以上の説明の中で言及した、犯行に用いられた凶器と包丁の同一性を示す血痕付着等の事実は、
当該包丁と事件・犯人を結び付け、事件の内容や犯人の行動を具体化する事実関係である。これに
対し、当該包丁から採取された指紋が被疑者の指紋と一致するなどの事実は、事件・犯人と被疑者
とを結び付け、犯人と被疑者の同一性を推認させる事実関係であって、先の血痕付着等の事実とは、
犯人性推認の局面で果たす意味・役割が異なる。間接事実の認定プロセスを検討する際には、証拠

から認定できる個々の事実が、犯人性の推認につきどのような意味・役割を持つものかを意識する
視点を持ちながら検討することが重要である。
'，なお、この場合、被疑者の当該供述は、いわゆる秘密の暴露に当たるが、その供述内容の信用性

については、犯人性に関する「被疑者供述」の項で論じることとなる。

- 16-



I

認定根拠が供述証拠であるときは、その認定に供する部分の信

用性を検討する。信用性検討に当たっては

① 他の証拠・事実との整合性

② 知覚・記憶の条件（知覚（観察）の条件、事実認識時の意

識状態、記憶の条件､ 記憶の保持状況等）

③ 供述者と「事件･ 被疑者・被害者等」との利害関係やその

程度

④ 供述態度・供述過程（供述時期・経過、供述の一貫性、供

述変遷の有無〔変遷理由・変遷部分〕）

⑤ 供述内容（詳細さ、具体性、迫真性、臨場感、真実の吐露、

重要事項の欠落の有無等） ．

などの要素を考慮して検討するのが一般的である。

これらの要素の中で最も重視すべきものが、①他の証拠・事実

との整合性である。検察実務においても、当該供述に裏付けがあ

るかどうかを慎重に検討して信用性判断をしており、検察終局処
分起案でも、必ず検討しなければならない重要な要素の一つであ

る。もっとも、当該供述の枝葉末節部分と他の証拠・事実が整合

しているということではなく、当該供述の核心部分と整合してい

ることを指摘することが必要であることに留意すべきである。⑤

供述内容においても、単に「供述内容が自然である」と指摘する

のではなく、当該供述が、証拠関係から認定される事案の全体像

に沿う内容であるかを丁寧に検討することが必要である。

検察終局処分起案では、検討の必要性の程度に応じ、論述の要

否及び程度を判断して適切に論述すべきである。例えば、被疑者

との関係等に照らし虚偽供述の動機がある者の供述、重要な部分

で変遷がある供述、視認状況が問題となる目撃供述などは、より

慎重な検討が必要なものであるから、その信用性を丁寧に論じる

ことが求められる。なお、検察終局処分起案では、「供述調書

等」20以外の供述証拠（例えば、捜査報告書、実況見分調書、検証
調書、鑑定書等）については、その信用性の検討の論述は不要と

する2'・

関係者供述の信用性の検討は、各間接事実の認定プロセス内に

おいて論述すれば足りるが、その供述が複数の間接事実に関わる

場合等については、便宜上、各間接事実の認定プロセス内では、

2oここで「供述鯛書等」とは、検察修習記録の証拠目録において、供述調書とされているもののほ

か、被害届、答申書及び上申書を指す。

2】ただし、供述調書以外の供述証拠に記載された内容であっても､ 当該供述人による同様の供述内

容を含む供述調書が存在する場合には、当該供述について信用性を検討することが必要である。

これらは飽くまでも検察終局処分起案におけるルールにすぎず、実務においては､ 「供述調書等」

のみならず、捜査報告書、実況見分鯛書、検証調書、鑑定書等についてもその記載内容の信用性が

問題となり得ることに留意すべきである。
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当該供述証拠を摘示して「信用性については後述」などと付記し

た上、各間接事実の論述後､ その信用性判断に関する独立の項目

を設けて論述してもよい。

ウ 意味付け

認定プロセスで認定した間接事実が、どのような推論過程を経て

被疑者の犯人性を推認させるのか、その推認理由や、当該間接事実

が被疑者の犯人性をどの程度推認させるのか、その推認力の程度を

示す。これにより、被疑者の犯人性の認定に当たり、当該間接事実

がどのような意味を持つのかが示されるわけである。推認力の程度

を示すに当たっては、「強く推認させる」「相当程度推認させる」

「一応推認させるが、その推認力は限定的である」などの表現が考

えられる22．

間接事実を用いた推論は、論理則・経験則に基づく蓋然的推理で

あるから、犯人性に関して言えば、①「被疑者が犯人である」との

仮説形成は適切か（間接事実は「被疑者が犯人である」ことを示す

ものか、‘どのような意味で犯人であることを示すものなのか、そこ

で用いられた経験則は適切か）23，②他に当該間接事実を説明でき

る有力な仮説（反対仮説）は考えられないか（その反対仮説はどの

程度現実的・合理的か）24を検討する中で、推認力の程度を判断す

る?5．

22前記強取品の近接所持の例（前注17参照）では、「この事実は、被疑者が、犯行直後の時点で、

犯行現場付近において被害品の腕時計を所持していたことを示すものである。被疑者の被害品所持
の時点が犯行直後で、かつ、その場所が犯行現場に近接した場所であることからすると、犯人であ

る被疑者が、被害者から奪った被害品をそのまま所持し続けていたと考えるのが自然である。被疑

者が、本件犯行とは無関係に、犯人その他の者から譲り受けるなどの方法でこの腕時計を入手した
可能性も一応想定できるが、所持の時点が犯行直後であり、それよりも更に前にこの腕時計が流通

過程に置かれていたとは考え難いことなどから、その可能性は現実的とは言えず、この間接事実は

被疑者の犯人性を強く推認させる。」などの論述が想定される。

23前記公園内での刺殺事件(11頁参照）で、 「被疑者方の捜索で押収された着衣に被害者の血痕が

付着していたこと」（以下「αjという）を間接事実とした場合を例に．とると、αを説明する仮説

としては、「被疑者が犯人であるから」という仮説（以下「β』という）が考えられる。一般に、

他人の血液が付着した着衣を自宅で保管していることは希有な事態といえ（経験則）、被害者を刺

殺した場合、返り血等が犯人の着衣に付着することも十分想定可能であるから（経験則）、αとい

う間接事実からβという仮説を形成したのは適切と言える。

24しかし、αを説明する仮説は、βだけではない。被疑者が犯人でない．ことを前提に、「被疑者が

犯行以外の機会に被害者と接触し、その際に被害者の血が付着した」（以下「γ」という）という

仮説も一応成り･立ち得るし、 「被疑者方から押収された着衣は実は被疑者ではなく第三者が着用し

ていたもので、第三者が被疑者方に遺留したものである」との仮説も成り立ち得る｡、これ以外にも

反対仮説は成り立ち得るであろうが、これらの反対仮説がどの程度現実的．合理的かという観点か

ら検討し、その検討結果に応じ、当初のβという仮説がどの程度確からしいと言えるかという観点

から、その推認力を判断していくことになる。

2sなお､ γという仮説を排斥できるかどうかという観点からすると、犯行前に被疑者が被害者と接

触する機会があったのか（あったとしても、被害者が出血する事態が生じ得たのか）が重要な判断

要素となり得る。関連する事実が記録中にあれば指摘すべきであり、これらも併せて推認力を判断

すべきである（証拠収集の過程では、被疑者が犯人でないかもしれないという観点を常に念頭に置
きつつ、想像力を働かせ、様々な反対仮説を想定しながら〈関連する証拠の収集に努めることが重

要である）。
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ある間接事実について、非現実的・非合理的な反対仮説しか考え

られない場合は、その間接事実の持つ推認力は強いと言えるが、考

えられる反対仮説が現実的・合理的であればあるほど、その分、そ

の間接事実の持つ推認力は減殺されることになる。

検討すべき反対仮説は、被疑者が現に弁解として提示しているそ

れに限定されない。終局処分の時点では、被疑者の弁解がなお流動

、 的であり得ることからすると、当該弁解の成否を検討すればそれで

足りるということにはならず、当該弁解以外の反対仮説（特に、当

該事件の証拠関係等に照らして被疑者が公判で主張する可能性が高

いと思われるもの）の成否も検討すべきことになる。その意味で、

検察終局処分起案では、意味付けの箇所でも、被疑者供述には言及

しないこととしている26°

(4)被疑者・共犯者供述以外の直接証拠の論述

ア 直接証拠の意義

犯人性における直接証拠とは、信用性が認められた場合、その証

拠のみで被疑者の犯人性を直接認定することができる証拠である。

犯人の犯行状況を目撃し、かつ､ 被疑者を犯人と識別した供述（犯

人目撃識別供述）がその典型例である27,28。以下、犯人目撃識別供

述について詳述する6

イ 犯人目撃識別供述

犯人目撃識別供述とは

i 犯人の犯行状況を目撃し

i 目撃した犯人を被疑者であると識別し

た供述である。目撃状況が不十分な場合29や、識別状況が不十分な

場合30は、その証拠のみでは被疑者の犯人性を直接認定できないの

で、犯人目撃識別供述としては取り扱わない。

ウ 犯人目撃識別供述についての論述

犯人目撃識別供述は、犯人と被疑者との同一性に関する重要証拠

であるから、その信用性は特に慎重に検討する必要がある。 検討の

対象とする供述の概要を示し、それが犯人性の直接証拠（犯人目撃

26当該弁解の信用性は、検察終局処分起案では、犯人性に関する「被疑者供述jの項でまとめて論
じることを想定している。

27それ以外に、犯行状況が映っており、犯人が被疑者であると明確に職別できる防犯ビデオの映像
等もこれに該当する。

28被疑者が捜査官以外の者に対し、自己が犯人であることを自認する旨述べる、いわゆる「犯行告

白」については、犯行告白から認定できるのは「自己が犯人である旨被疑者が自認したj事実にと
どまり、被疑者の犯人性を直接認定することはできないため、犯行告白は犯人性における直接証拠

には該当しない。

29公訴事実に該当する犯行場面を目撃しておらず、その前後しか目撃していない場合等。このよう

な場合、当該供述は、職別された被疑者に犯行の機会があったという意味の間接事実の認定根拠と

なり得る。

30被疑者が犯人とよく似ているが、同一であるとまでは断定できない場合等。このような場合、当

該供述は、犯人の特徴を示す間接事実の認定根拠となり得る。
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識別供述）に該当することを明らかにした上で、その信用性につい

て論じる。なお、こ､うした直接証拠がなければ、項を設けること自

体を省略してよい。

犯人目撃識別供述の信用性についても

① 他の証拠・事実との整合性

② 知覚・記憶の条件

③ 供述者と「事件・被疑者・被害者等」との利害関係やその程

度

④ 供述態度・供述過程

⑤ 供述内容

などの観点から信用性を検討するが、その検討に当たっては、 特に

i 目撃供述の信用性（位置関係・視力や現場の明るさ等の視認

可能性、意識的に視認したか否かの視認時の意識状態、視認時

間・経過等）

、 識別供述の信用性（識別根拠・方法、時間経過、面識の有無

等）

という犯人目撃識別供述固有の問題を意識することが必要となる。

(5)共犯者供述の論述

共犯者供述の項においては、犯人性に関する共犯者供述の概要を示

した上で、その信用性について論じる。共犯者が被疑者の犯人性を否

認している場合は、その否認供述の信用性を検討する。なお、ここで

検討すべきは、「被疑者の犯人性」に関する共犯者供述の信用性であ

る｡ 「犯罪の成否等」に関する認否 (例えば､ 被疑者の故意の有無に

ついての認否）及びこれに関する供述の信用性は、「犯罪の成否等」

の箇所で論じることになる。

共犯者供述の信用性についても、前記の

① 他の証拠・事実との整合性

② 知覚・記憶の条件

③ 共犯者と「事件・被疑者・被害者等」との利害関係やその程

度

④ 供述態度・供述過程

⑤ 供述内容

などの観点から信用性を検討するが、その検討に当たっては、特に

i 犯人でない被疑者を引き込み、責任を転嫁して共犯者自身の

刑事責任を免れ、あるいは軽減させようとしているのではない

か（引込みの危険性）

、 共犯者自身が刑事責任を負担し、あるいは重くすることによ

り、犯人である被疑者の刑事責任を免れさせ、あるいは軽減さ

せようとしているのではないか（身代わり等）
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通 共犯者自身が刑事責任を免れ、あるいは軽減するために、犯

人である被疑者の刑事責任を免れさせ、あるいは軽減させよう

としているのではないか

という共犯者供述固有の問題を意識することが必要となる。

(6)被疑者供述の論述

被疑者供述は、被疑者の犯人性の認否にかかわらず､ 「被疑者供

述」の項目を立てて必ず検討することとする｡終局処分時点で被疑者

が犯人性を認める供述をし'ていても、それが真実に合致する供述なの

かどうか、公判廷で被疑者が供述を翻した場合にも捜査段階の当該供

述の信用性を立証できるかという問題意識を持ちながら、その供述の

信用性を検討する必要がある。

被疑者供述の項でも、検討の対象とする被疑者供述の概要を示した

上で、その信用性を論じる。被疑者が犯人性を否認している場合（す

なわち、被疑者が身に覚えがないと供述する場合や別の犯人の存在を

主張する場合など。）は、その否認供述の信用性を検討する。「共犯

者供述の論述」と同様、ここで検討すべきは、「被疑者の犯人性」に

関する被疑者自身の供述の信用性である。「犯罪の成否等」に関する

認否及びこれに関する供述（例えば、故意を否定する供述や実行行為

の一部を否定する供述など）の信用性は、「犯罪の成否等」の箇所で

論じることになる。

被疑者供述の信用性についても、被疑者の犯人性の認否にかかわら

ず、前記の

① 他の証拠・事実との整合性31

② 知覚・記憶の条件

③ 供述態度・供述過程

④ 供述内容

などの観点から信用性を検討する32。

なお、被疑者供述の信用性判断においては、「秘密の暴露」（あら

かじめ捜査官の知り得なかった事項について被疑者が供述し、捜査の
結果、当該供述が客観的事実である.と確認されたもの）の有無という

3Ⅱ前記公園内での刺殺事件(11頁参照）で、被疑者が、取調官に対し、自身の犯行であることを認

めて凶器の包丁を山中に投棄した旨の供述をし、被疑者の案内により同包丁が発見され、鑑定の結
果、同包丁に被害者と同じDNA型の血痕が付着していることが確認され、正に本件凶器であるこ

とが判明した場合、あらかじめ捜査官の知り得なかった本件凶器の所在等が、被疑者により供述さ
れ、捜査の結果、客観的事実と確認されたことになる。これは、犯人しか知り得ないことを被疑者

が供述したことを示しており（犯罪による知識の表明）、犯人性に関する供述の信用性は格段に高

くなろう。

32被疑者が犯人性を自認している場合でも、犯人性を否定する方向の証拠や事実がある場合には、

その信用性や、同自認供述に与える影響の有無及びその程度に留意しつつ、同供述の信用性を判断

する必要がある。．また、被疑者が犯人性を否認している場合においても、1）弁解に沿う証拠（消

極証拠）の有無とその信用性を検討する必要があるほか、2）弁解を排斥する証拠の有無とその信

用性、3）弁解内容それ自体の合理性を検討するなどして、同否認供述の信用性を判断する｡ いず
れの場合であっても、被疑者供述の信用性は、慎重に検討する必要がある。

§
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被疑者特有の観点がある。しかし、これは当該供述に裏付けがあるか

どうかという①他の証拠Q事実との整合性の検討にほかならない33。

(7)総合評価

犯人性検討の最後に、総合評価の項目を設けて、間接事実を総合的

に評価した上、さらに、直接証拠、共犯者供述及び被疑者供述をも踏

まえて、犯人性が認められるかを総合的に評価することとする。

すなわち、間接事実による事実認定は、直接証拠による事実認定と

は異なり、各証拠によって要証事実（ここでは犯人性）そのものを直

接的に認定しようとするものではなく、要証事実に対する推認力を有

する複数の間接事実の相互関係や、それら間接事実が重なり合って存

在する偶然性などに着目して、要証事実の存在を認定するものである。

それゆえ、間接事実により事実認定を行う場合は、各間接事実を分断

して独立に評価するだけではなく、各間接事実の相互の関連性や、そ

れらが重なり合うことの持つ意味を考慮した上で、各間接事実からど

のような推論過程を経て被疑者の犯人性が推認されるのかを検討する

ことにより、その推認力を総合的に評価する必要がある34．

さらに、証拠構造は事案により様々であるが、これら間接事実の総

合評価に加えて、直接証拠、共犯者供述及び被疑者供述をも踏まえて、

どのような証拠がどのように機能して犯人性認定に至るのか（あるい

は至らないのか）を総合的に評価する35,36。

33「秘密の暴露」がある場合には、被疑者供述の信用性は極めて高いものとなるため、捜査の進捗

状況に照らし、被疑者が当該供述をするに至った時期や経緯について慎重に検討する必要がある。

34「各間接事実の相互の関連性」の一例として、ある間接事実の反対仮説が他の間接事実によって

排斥される関係にある場合が挙げられる。このような関係にあれば、それ自体としては推認力が低

い間接事実（犯行の動機、犯行時刻に犯行現場付近にいたことなど）であっても、他の間接事実と

相互に補強し合い、全体としての推認力を高めることがある。最判平成30年7月13日刑集72

巻3号324頁は、被告人を殺人罪及び窃盗罪の犯人と認めた第1審判決に事実誤認があるとして

被告人に無罪の言渡しをした控訴審判決に対し、「原判決は、全体として、第1審判決の説示を分

断して個別に検討するのみで、状況証拠によって認められる一定の推認力を有する間接事実の総合

評価という観点からの稜討を欠いている。」と判示しており、参考になろう。
35その際には、「刑事裁判における有罪の認定に当たっては、合理的な疑いを差し挟む余地がない

程度の立証が必要である。ここに合理的な疑いを差し挟む余地がないというのは、反対事実が存在

する疑いを全く残さない場合をいうものではなく、抽象的な可能性としては反対事実が存在すると

の疑いをいれる余地があっても、健全な社会常識に照らして、その疑いに合理性がないと一般的に

判断される場合には、有罪認定を可能とする趣旨である。そして、このことは、直接証拠によって

事実認定をすべき場合と、情況証拠によって事実認定をすべき場合とで、何ら異なるところはない

というべきである。」との判示（最決平成19年10月16日刑集61巻7号677頁）が参考に

なる。

36被疑者の犯人性を検討するに当たっては、これを肯定する方向に働く積極証拠のみならず、これ
を否定する方向に働く消極証拠の存否も十分吟味すべきことは当然であり､ 捜査における証拠収集

も、そうした観点から行われる。消極証拠の典型としては、被疑者に犯行の機会がなかったことを

示すアリバイ供述が挙げられるが、アリバイ供述の信用性は､当該供述が被疑者供述の場合には、

検察終局処分起案では、「被疑者供述」の項で論じることが一般的と思われる。共犯者が被疑者の
犯人性を否認している場合は、その供述の信用性は「共犯者供述」の項で論じることとなろう。直

接証拠（あるいは間接事実の認定根拠）とした供述証拠と矛盾し得る証拠があった場合には、これ
ら供述証拠の信用性の論述の中で、矛盾し得る証拠に対する評価（供述証拠であれば信用性、非供

述証拠であればそれが持つ意味）を検討すべきことになろう。なお、「被疑者が犯人であるとすれ
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(8)共犯事件の論述構成

共犯事件では、犯人性の検討は被疑者ごとに行うべきであるから、

検察終局処分起案では、以下の構成を想定している。

’1 被疑者A1の犯人性について

(1) A1、A2供述以外の証拠の検討による間接事実

(2I A1、A2供述を除く直接証拠

(3) A2供述(A1との関係では、A2供述は「共犯者供述」とな

る･）

(4) A1供述

2 被疑者A2の犯人性について

(1M A1、A2供述以外の証拠の検討による間接事実

(2) A1、.A2供述を除く直接証拠

(3) A1供述(A2との関係では、A1供述は「共犯者供述」とな

る。）

(4) A2供述

第4 犯罪の成否等（構成要件該当性、違法性、責任､ 訴訟条件、罪数、そ

の他の犯罪の成否等）の論述

1 訴因の構成

検察終局処分起案では、検察官が訴因構成権限を持つことを念頭に置

き、証拠上どのような事実が認定できるのか、認定した事実に法令を適

用するとどのような犯罪が成立するのかを検討し、処理方針を定める37．

送致事実・送致罪名は検討の一助にとどめ、成立し得る他の犯罪も検討

した上、関係証拠を踏まえ、事案の実態に即した訴因を構成することが

重要である。その際には、被害の実態、実質的な被害者は誰か、犯人の

目的.実質的利得等に着目するとともに、成立し得る犯罪の軽重、立証
の難易等を考慮する。構成した訴因は、事件の全体像に照らし、被害者

その他国民の良識にかなったものでなければならない。

・2 犯罪の成否等の論述の基本方針

（1）網羅的検討の必要性

ぱ存在するはずの指紋等の痕跡が現場になかったこと」などが消極的間接事実として主張されるこ

とがあるが、そのような痕跡が現場に残ることは、被疑者が犯人であることの十分条件ではない一

方で、必要条件でもないというのが一般的である．(指紋がもともと付着しなかった可能性もあれば、

事後的に拭き取られた可能性もある）。そうした痕跡が現場から検出されなかったことの評価は、

全体の証拠関係を踏まえて行う必要がある。このことは、 「犯行を行い得る者は被疑者以外にも存

在すること」が消極的間接事実として主張される場合にも同様に当てはまる。想定されるこれら主張

の評価は、必要に応じ、個別の間接事実の「意味付け」の項や、総合評価の項で論じることとなろう。

37 実務においては、捜査段階の初期に、起訴状の「公訴事実」や不起訴裁定書の「事実」を仮に起

案してみることは、法的構成、事実認定（全ての構成要件要素が充足されていることを要するが、

特に、実行行為、実行の着手時期、実行行為の終了時期、犯罪の既遂時期の捉え方に注意すぺきで

ある。）、罪数判断の適切さなどを確認することに資する。
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犯罪成立要件については､ 原則として全ての立証責任を検察官が負
担するため、訴因として選定した犯罪の成立要件全てにつき網羅的に

検討する必要がある38･

（2）公訴事実との整合性

検討の結果、訴因として選定した犯罪の成立要件全ての充足が認め

られ､ 起訴を相当とする場合には、各成立要件を充足する具体的事実

関係を公訴事実として特定することとなるが39、ここで特定する公訴

事実は、犯罪の成否の論述において検討した結果と整合するものでな

ければならない40。

（3）問題点に即した論述

検討の結果、事実認定上あるいは法令適用上問題となり得る事項、

公判で争点になり得る事項など、重点的に検討しなければならない事

項を丁寧に論じ、明らかに問題がないと判明した事項は簡潔に論じれ

ば足りる418

3 構成要件該当性の論述その1（単独犯事件の場合）

（1）論述の順序、問題点の抽出

終局処分の対象となる特定の犯罪の構成要件を客観面及び主観面に

分け､ その順に論述する。まず、論述の冒頭で、当該犯罪の構成要件

要素を列挙する42。そして、問題となり得る構成要件要素については

① 構成要件要素ごとに、その意義を解釈により具体化し

② その該当性判断に必要な事実を証拠から認定し

③ 認定した事実を当該構成要件要素（意義）に当てはめて法的

評価（当てはめの判断）を行い、該当性判断の結論を示す

．という三段階で論じる。事案に応じて問題の軽重を判断し、論述にメ

リハリをつけるべきことは当然である。重点的に検討しなければなら

ない事項は事案によって異なるものの、実行行為については、構成要

件の中核的要素であるから、必ず三段階で論述すべきである｡

38不起訴とする場合であっても、検察終局処分起案上、検討すべき犯罪の構成要件全てについて、

網羅的に検討する必要がある。

39公訴事実には､特定の犯罪構成要件に該当する全ての事実を具体的に記載すべきであり、基本的

構成要件に該当する事実はもとより、その修正形式としての未遂罪、共同正犯、教唆犯及び輔助犯
の要件に該当する事実も記戦しなければならないbただし、違法性、有責性等の要件は、これを充

足している場合には、特にこれを記戦するまでもないが、過剰防衛、心神耗弱等の場合には、これ
を記載する取扱い.となっている（検察講義案（令和3年版）第3章第2節第1，．1(2)・83頁参照）。

40前注1参照。どのような証拠からどのような思考過程を経て当該公訴事実を認定したのかを意織
する必要がある。その他「公訴事実の記述に関する留意事項」（6頁）参照。・

4』「殺人罪の客観面の構成要件要素は、①殺人罪の実行行為を行ったこと、②人の死の結果が発生
したこと、③ ①と②の間に因果関係があることである。このうち、②については、司法解剖の鑑定
書等の証拠から、vが左胸部刺創に基づく失血により死亡したことが認定できることから､ 以下、

①及び③につき論じる。」 などの論述が想定される。「第6記載例」（35頁）も参照。
42前注41参照。

ノ

皇24－



他方、明らかに問題がないと判明した構成要件要素については、必

ずしも前記の三段階で論じる必要はなく、簡潔な事実認定を、その根

拠となる証拠とともに論じれば足りる43。

(2)構成要件・客観面

ア 各構成要件要素の意義

必要に応じ、各構成要件要素の意義をも解釈により具体化して示

す｡ 殺人罪の実行行為は、「人の死の結果を生じさせる現実的危険

性のある行為」と具体化されようし、強盗罪の成立に必要な「脅

迫」の意義は、「財物奪取に向けられた、人に対する害悪の告知で

あって、それが相手の反抗を抑圧するに足りる程度のもの」と具体

化されよう。

イ 事実認定

（ｱ）具体的事実の認定

構成要件要素の意義を具体化したら、その該当性判断に必要な

事実を証拠により認定して示す。認定して示すべき事実は、該当

性判断に必要な具体的事実である。

殺人罪における実行行為の認定に当たっては、「人の死の結果

を生じさせる現実的危険性のある行為」と評価され得る被疑者の

具体的な行為として、「凶器の刃物で被害者の胸を合計3回突き

刺したこと」等の具体的な行為（殺人の実行行為）を認定する必

要があるが、こうした行為態様以外にも、被疑者の行為の危険性

を基礎付け得る事実として、必要に応じ、凶器である刃物の素

材・刃体の長さ・厚み等の形状、被害者の着衣の状態、被疑者と

被害者の位置関係や姿勢、体格、性別、年齢、健康状態、両者の

距離等の具体的事実を認定することになる。

また、強盗罪における脅迫では、「財物奪取に向けられた、 人

に対する害悪の告知であって、それが相手の反抗を抑圧するに足

りる程度のもの」として評価され得る被疑者の行為として、「刃

物を突き付けて『金を出さないと殺す。』と言ったこと」等の具

体的な行為（強盗の実行行為）を認定する必要があるが、こうし

た行為態様以外にも、当該行為が反抗抑圧程度であることを基礎

付け得る事実として、必要に応じ、四囲の状況（例えば、現場が

人気のない山中であること、人通りの多寡等）、刃物の形状、被

疑者及び被害者の状態（例えば、年齢、性別、体格等）や現に被

害者に生じた状況（例えば、畏怖心等）などの具体的事実を認定

することになる。

（ｲ）事実認定と証拠との関係及び論述方法
i 事実認定の根拠となる証拠構造の把握・論述の順序

43前注41参照。
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構成要件該当性を含む「犯罪の成否等jの判断に必要な事実は、

証拠から認定する。事実認定に際しては、証拠評価が動かない客

観的な証拠を柱に検討するのが基本といえる｡’

もつとも、このことは、客観的な証拠がなく、供述証拠のみの

場合に事実を認定できないということを意味するものではない。

実務的には供述証拠しか存在しない場合や、客観的な証拠のみで

は十分に事実を認定できない場合がある。このような場合には、
供述証拠の信用性を吟味して的確に事実認定すべきである。

認定の対象とする事実を、証拠から認められる間接事実から推

認して認定するか、目撃者・被害者供述や被疑者・共犯者供述等

の直接証拠から認定するか、これらを併用するとした場合にどの
ような順序で論じるかは、証拠構造の構築ないし立証方針の策定

の問題である。これは、当該間接事実の推認力や、認定に供する

証拠の信用性、立証の難易度等を総合考慮して決定すべき事項で

ある。

なお、論述の順序として、犯人性の検討では、まず間接事実か

ら検討し､ 被疑者・共犯者供述は、その後に検討することとした

のと異なり、「犯罪の成否等」での事実認定に関しては、被疑

者・共犯者供述も信用性が認められる限り、順序を問わず､ 事実

認定に供してよい。

並 供述証拠の信用性の論述

’事実認定に供する証拠が供述証拠であるときは、その信用性を

検討する必要がある“･ 検察終局処分起案では、検討の必要性の

程度に応じて、論述の要否及び程度を判断して適切に論述すべき

である。なお、犯罪の成否等の論述においても、犯人性の論述と

同様､ 「供述調書等」以外の供述証拠の信用性については、論述

は不要とする45．

泣 消極証拠への配慮

事実認定は、証拠の慎重な総合評価によってなされるものであ

り、かつ、その総合評価は、消極証拠についての検討も含めた多

面的なものであることに留意すべきである。

取り分け、被疑者が否認しているときは、関係する構成要件要

素ごとに、その弁解内容を簡潔に示し、その否認の法的意味ない

し法的主張を摘示した上で、信用性が認められる積極証拠に基づ

いてその弁解を排斥できるかどうかを慎重に検討する必要がある。

この場合においては、被疑者の弁解に沿う消極証拠の有無につい

ても留意する必要がある。

44犯人性の論述において供述の信用性を検討した者の供述であっても、犯罪の成否等では、扱う供
述内容が異なることもあるから､ そのような場合には別途信用性を検酎すべきである。信用性検討
に当たって考慮すべき要素については、前記第2章第3の2(3)イ(ｳ）（16頁以下）参照。

45前注20，21参照。
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ウ 法的評価（当てはめ）

前記イの事実認定を行った後は､:認定した事実が当該構成要件要

素に該当するか否かの法的評価（当てはめの判断）を行う。

前記イ(ｱ)の例で言えば、各認定事実を基に、「被疑者が行った具

体的な行為」が「人の死の結果を生じさせる現実的危険性のある行

為」「財物奪取に向けられた、人に対する害悪の告知であって、そ

れが相手の反抗を抑圧するに足りる程度のもの」と評価できるか否

か、すなわち、被疑者の行為が殺人罪や強盗罪の実行行為に当たる

か否かの当てはめの判断を行うことになる46。

(3) 構成要件・主観面

ア 主観的構成要件要素

故意犯においては、故意（客観面で認定した実行行為・結果等に

対する実行の着手時点における認識・認容）が必要とされているほ

か、窃盗罪等の領得罪においては「不法領得の意思」が､ 目的犯に

おいては「目的」が、それぞれ故意以外の主観的構成要件要素とさ

れている。

イ 主観的構成要件要素の論述方法

構成要件・客観面と!同様である。構成要件要素の意義、事実認定、

法的評価という順で論じるのが原則であるが、事案に応じて問題の

軽重を判断し、論述にメリハリをつけるべきことは当然である。

ウ 故意の認定方法

（ｱ）故意についても、構成要件要素であるから、論述するものとす

る。被疑者が犯罪の故意を否認する供述をしている場合や故意に

つき慎重な認定が要求される事案の場合（例えば、殺人未遂罪に

おける殺意の有無や、詐欺罪における欺岡の意図の有無が問題と

なる事案の場合）などでは、特に､ 丁寧な検討と論述が必要であ

る47・被疑者が自白している場合であっても、その信用性が問題

となる可能性があるから､ まずは、その故意の推認の前提となっ

た事実（故意の表れである被疑者の言動や被疑者の認識の前提事

実）を信用できる証拠から認定した上で、その具体的事実から故

意を推認するとともに、被疑者の供述の信用性を検討して認定す

ることが望ましい。要するに、被疑者の自白の有無にかかわらず、

‘6当てはめの判断を行う際には蕊必要に応じて認定した具体的事実の持つ意味を検討し指摘する。

前記イ(ｱ)の殺人罪の例では、具体的に認定した刃物の形状について「殺傷能力が高いことを意味す

るj旨、前記イ(ｱ)の強盗罪の例では、現場が山中であることについて「被害者が第三者に助けを求

めることが困難であったことを意味する」旨の検討・指摘がそれである。

‘7被疑者の行為それ自体から当該行為についての被疑者の意図ないし認識・認容を推認できる場
合（例えば、詐欺罪に関し、被害者に申し向けた文言内容そのものについての認識）と、それ以外

の事実から被疑者の意図ないし認織・認容を推認すべき場合（例えば、詐欺罪に関し、被害者に申

し向けた文言内容が真実に反する内容虚偽のものであることの認識）とを区別する必要があること

に留意する。
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客観的に信用性のある証拠との整合性を踏まえて、故意の認定を
する必要がある6

（ｲ）故意を推認させる事実については、結果発生の予見を中核とす

る認識的要素と、結果発生の意図を典型とする意思的要素を意識

しながら検討するこ とになるが、おおむね以下の①ないし④の視

点から、故意の推認にとって意味のある事実を認定することとな

ろう。

① 実行に至るまでの経緯、動機に関する事実

② 実行の着手前の被疑者の意図

③ 犯行態様・結果等に関する事実

④ 犯行後の言動等に関する事実

4 構成要件該当性の論述その2（共犯事件の場合）
（1）論述の順序等

検察終局処分起案においては、共犯事件の場合まず共同正犯の成
否を検討することとする6

共同正犯が成立するためには、実行共同正犯・共謀共同正犯のいず

れにおいても

⑦ 共謀

④ その共謀に基づき、共犯者の全部又は一部の者が実行行為

を行ったこと

が必要である。

検察終局処分起案においては、まず、当該事案において共同正犯の

成否を検討すべき特定の犯罪について、その構成要件の客観面を論じ

る48.次に、共謀の成否について検討して論述した上、既に構成要件

・客観面で認定した実行行為が当該共謀に基づくものといえるか、被

疑者ごとに当該犯罪に対応する構成要件・主観面が充足されているか

を検討して適宜論述する｡，

以上の結果、共同正犯が成立しない場合には、狭義の共犯（教唆犯、

籍助犯）の成否を検討する｡・この場合、既に正犯となる被疑者の犯罪

の構成要件要素は認定済みであろうから、修正された構成要件形式で

ある「教唆犯」「輔助犯」の各構成要件要素について､ 客観面（教唆

行為、箒助行為）、主観面（教唆の故意、箒助意思）の順に論じれば

足りる。

（2）構成要件・客観面

48例えば、窃盗罪の共犯事件を念頭に置くと、終局処分としては、窃盗罪の共同正犯ではなく、窃

盗罪の常助犯（あるいは教唆犯）を認定する場合もあろうが、検討の順序としては、まず、共同正

犯の成否から検討を始めることとし《窃盗罪の客観面を論じることになる。
また、例えば、送致罪名が強盗致傷罪の共犯事案において、強盗の実行行為性が認め難いとして

窃盗罪及び傷害罪で処理する場合には、客観面の論述は、窃盗罪及び傷害罪の各構成要件要素を検
討し、その上で、窃盗罪及び傷害罪の共謀の成否について検討することとなる。
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共同正犯においても、構成要件・客観面の具体的な論述の仕方は､

単独犯事件の場合と同様であり、論述の冒頭で、当該犯罪の構成要件

要素を列挙した上、各要素における問題の軽重に応じてメリハリをつ

けて論述する。

なお、複数の被疑者が当該犯罪の実行行為を分担している場合には

それぞれの被疑者の個々の行為を具体的に認定すべきである。

(3)共謀の成否
実務では、「共謀」とは「犯罪の共同遂行についての合意」と解す

るのが一般的であろう。実務上は、例えば

① 各関与者間の主従等の人的関係

② 動機、犯罪実現に対する利害関係

③ 意思連絡（意思疎通）の経過、態様、積極性

④ 実行行為の分担の有無、実行行為以外の加担行為（犯罪の遂
行過程で採った行動、果たした役割、犯行への寄与等）

⑤ 犯行後の行為（罪証隠滅行為、利益の分配､ 実行行為者から

の事後報告等）

といった点に着目して､ 犯罪を共同遂行することについての意思連絡

（意思疎通）や正犯意思の存否（あるいは、相互利用・相互補充関係

の設定の有無）を検討し、「共謀」の成否を判断しているのが実情と

思われることから、検察終局処分起案においても、事案に応じ、前記

①ないし⑤の各点に着目し、必要な事実認定を行い、共謀の成否につ

いて論述すべきである。

なお、事案によって、犯罪を共同遂行することについての意思連絡

（意思疎通）の存否に重点を置いて検討すべき場合もあれば、正犯意

思の存否に重点を置いて検討すべき場合もあるから、論述に当たって

は、事案に応じて、メリハリをつけて論述すべきである49。

49例えば、実行共同正犯の場合には、構成要件・客観面で既に認定した各被疑者による実行行為の

分担によって、通常、正犯意思（自己の犯罪を行う意思）が認められることが多いで．あろうから、
この点は簡潔な論述にとどめ、犯罪を共同遂行することについての意思連絡（意思疎通）の有無を

中心に、共謀の成否、内容、成立時期を論述すれば足りよう。

もっとも､ 各被疑者が実行行為を行った場合でも、その一部を行ったにすぎないような場合（例

えば、強盗殺人事件において、既に被害者が殺害された後、財物の奪取行為のみに加担した者の場

合等）には、正犯意思が問題となろうから、そのような場合には、これに関する事実関係も詳しく

論述すべきことになろう。

他方、共謀共同正犯の場合には、自らは実行行為を行っていないことから、実行正犯との間での、

犯罪を共同遂行することについての意思連絡（意思疎通）の有無の認定自体が問題となることもあ

れば､ 正犯意思の有無（共同正犯か輔助犯ないし教唆犯か）が問題となることもある。事案に応じ、

それぞれの問題点について検討して論述することになろう。

いずれにしても、犯罪を共同遂行することについての意思連絡（意思疎通）や正犯意思の存否と

いった主観的事実を推認するには、上記①ないし⑤の観点から検討することが有効であろうが、取
り分け、各関与者が犯罪の遂行過程で採った行動、果たした役割、犯行への寄与等が最も重要な事

実となり得るから、例えば、実行行為そのものは担当していない関与者が、実行行為に準ずる重要

な行為（実行行為に必要かつ密接な行為、例えば、殺人事件において、凶器を準備したことや、強

盗事件において、見張り行為をしたことなどがこれに当たる。）を行ったと認定できるのであれば、

－29－



（4）実行行為が共謀に基づくものであること

共同正犯が成立するためには、共犯者の全部又は一部の者が行った

前記(2)の実行行為が、前記(3)で検討した「共謀」に基づくものでなけ

ればならない。この点についても、事案に応じ、メリハリを付けて論

述すべきである50°

（5）構成要件・主観面

理論的には、犯罪を共同遂行することについての意思連絡（意思疎

通）と構成要件的故意等の構成要件・主観面とは別個の問題（要件）

であるから、別途、後者を検討する必要がある。しかし、意思連絡

（意思疎通）の内容として、「どのような犯罪を」共同して遂行する

のかということを検討し、その結果、当該犯罪を共同して遂行する意

思連絡（意思疎通）が認められる場合には、少なくとも当該犯罪の構

成要件的故意も認められることになることが多いであろうから、その

場合には、別途、項目を設けて構成要件・主観面を論じる際に簡潔に

論じるか、前記(3)の共謀の成否の論述の中で併せて論じればよい51．

5 違法性、責任、訴訟条件等

（1）違法性阻却事由、責任阻却事由の論述

違法性阻却事由や責任阻却事由の不存在については、検察官が立証

責任を負担する。これら事由の存否は、被疑者がそれを主張していな

い場合でも、これを自覚的に検討するのが公益の代表者たる検察官の

職責である。検察終局処分起案においても、証拠を精査するに当たっ

ては、被疑者の供述内容等を十分に検討し、違法性阻却事由や責任阻

却事由が問題となる事案か否かを見極める必要がある。

違法性阻却事由、責任阻却事由の論述に際しても、構成要件該当性

の検討の例により、意義、事実認定（証拠判断を含む。）及び法的評

価を論述する52。なお、被疑者が違法性阻却事由等を主張しておらず、

各事由につき何ら問題がないと判断した場合には、この項を設けるこ

と自体を省略してよい。

（2）訴訟条件等の論述

また、公訴を提起する場合には、親告罪における告訴、公訴時効等

の訴訟条件が充足されていることの確認も必要である。

この行為を欠かさず論述すべきであろう。

5oいわゆる「共謀の射程」や「共犯関係の解消」が問題となる場合には、この要件につき詳しく論

述する必要があろう。

5】いわゆる「共犯と錯誤」の場合には、項を設けて、故意の点を詳しく論述する必要があろう。

52被疑者が違法性阻却事由等を主張しても、 構成要件該当性の検討の中で認定した事実に照らして

当該事由が問題とならないことが明らかであるときは、その旨記述すれば足りる。例えば、被疑者

が、「被害者が先に攻撃を加えてきたので、反撃したにすぎない。」旨正当防衛を主張しても、構

成要件該当性・客観面の検討により、被疑者が一方的に被害者に対して攻撃を加えた事実が認定で

きていれば、違法性の項では、「構成要件・客観面で論じたとおり、被害者が先に攻撃を加えた事

実は認められないので、そもそも『急迫不正の侵害』があったとはいえず、正当防衛は成立しな

い。』旨の記述で足りる。
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このような訴訟条件が問題となる場合にも、前同様、構成要件該当

・性の検討の例により、事実認定と法的評価を論述することとなるが、

特段の問題がなければ、この項を設けること自体を省略してよい53。

6 罪数関係

一人の被疑者につき成立するとした処理罪名が複数に及んだような場

合、その罪数処理を検討する必要がある。成立するとした複数の犯罪が

一罪（科刑上一罪等）となるのか、あるいは、併合罪になるのかなどの

罪数の問題は、公訴事実の整理の仕方に影響するし、 公訴時効や求刑

（処断刑の幅、主文二つの場合等）との関係で意味を持つ場合がある。

したがって、検察終局処分起案においても、罪数関係の検討結果につ

き、理由を簡潔に付して記述する必要がある。なお、罪数が問題となら

ない場合には、この項を設けること自体を省略してよい。

7 その他の犯罪の成否一

（1）検討する対象者

実務においては、送致された被疑者以外の者についても、立件可能

な犯罪が認められるかどうか検討するが、検察終局処分起案において

は、送致された被疑者のみを検討対象とすればよく、それ以外の者の

犯罪の成否については検討する必要はない。

（2）検討する犯罪

ア 終局処分の対象として選択した犯罪以外に犯罪の成否等が問題と

なる事実があるときは、「その他の犯罪の成否」の項において、そ

れを終局処分の対象犯罪として取り上げなかった理由を記述する。

その場合

i 法律上、犯罪が成立し得るか

、 犯罪が成立し得るとして、終局処分の対象としなかった理由

（例えば、訴訟条件の欠如や起訴猶予等）

を簡潔に論述する。

なお、およそ成立が考えられない犯罪まで言及する必要がないの

は当然である。検討すべきその他の犯罪がなければ、この項を設け

ること自体を省略してよい。

イ 終局処分の処理罪名が送致罪名と異なる場合、検察終局処分起案

においては、まずは、終局処分の処理罪名となっている犯罪の成立

要件が満たされているかどうかという観点から検討を加えて論述す

る。併せて送致罪名となっている犯罪を処理罪名としなかった理由

も明らかにする必要があるが、この点については、「その他犯罪の

成否」の項において論じるのが一般的といえよう。

53ただし、親告罪の場合は、その犯罪が親告罪であること及び告訴権者により告訴期間内になされ

た有効な告訴があることは指摘する必要がある。
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5 情状関係の論述及び求刑意見の記述

1 情状関係において検討すべき事項

公訴を提起する場合又は起訴を猶予する場合には、情状関係の検討が

必要となる。

情状関係の論述に当たっては、次に掲げる情状等を併せ考慮し、当該

犯罪事実固有の事情、一般予防の見地及び特別予防の見地等から総合判

断する必要がある。

（1）当該犯罪事実固有の又はこれに密接に関連する事情 (犯罪行為又は

結果に関する要素）

① 犯行態様（計画性の有無、犯行の手段・方法・執ようさ等の悪

質性・危険性の有無等）

② 結果(被害の程度、被害者に与えた精神的・身体的影響、後遺症

の有無等）

③ 犯行動機・原因

④ 犯罪後の状況（被害回復状況、弁償の有無、罪証隠滅工作等）

⑤ 被害感情

（2）一般予防の見地から考慮すべき要素

① 犯罪の模倣性

② 他の事件との比較

③ 社会に与えた影響

（3）特別予防の見地から考慮すべき要素

① 前科・前歴の有無

② 被疑者の性格

③ 反省の情

④ 再犯の可能性

⑤ その他被疑者の一身上の情状

2 情状の論述方法

（1）情状事実については、

① 不利な情状（被疑者の量刑を重くする方向に働く情状）

② 有利な情状（被疑者の量刑を軽くする方向に働く情状）

に分け、情状に関する事実とその評価を項目ごとに箇条書きで簡潔に

摘示する54。

（2）情状関係の検討も、本来、証拠から具体的事実を認定した上で適切

な評価を加える必要があるが、検察終局処分起案においては、証拠を

摘示する必要はないものとする。

第5

54「動機に酌量の余地がない。」と評価を記述するのみでは足りず、「遊興した挙げ句生活費に窮

し、勤務先の現金を横領したものであって、自己の責任を第三者に転嫁したものといえ、動機に酌

量の余地はない。」などと、具体的な事実とその評価を論述すべきである。なお、酌量減軽の規定

（刑法66条）を適用して法定刑の範囲を下回る求刑をするとした場合には、その要件該当性を付

記すべきである。
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（3）情状を論述するに当たっては、前記のとおり、当該犯罪事実固有の

又はこれに密接に関連する事情、一般予防の見地から考慮すべき事情、

特別予防の見地から考慮すべき事情の順に論じるのが妥当である。前

記各事情につき、項目を挙げて論じる必要はない。

（4）共犯事件では、以下の構成により、まず、全被疑者に共通する情状

を、被疑者に不利な事情と有利な事情に分けて記述し、次に、被疑者

に個別の各情状を、被疑者に不利な事情と有利な事情に分けて記述す

るものとする。特別予防の見地から考慮すべき情状は、各被疑者ごと

に記述する。被疑者の個別の情状においては、各被疑者の役割の軽重

（主犯格か、従属的立場か）、利得の多寡等の比較を念頭において記

述する。

第○ 情状

1 A両名共通

（1）不利な事情

（2）有利な事情

2 A1について

（1）不利な事情

（2）有利な事情

3 A2について

（1）不利な事情

（2）有利な事情

3 求刑意見の記述に関する留意事項

求刑意見については、公訴を提起する犯罪の法定刑、加重減軽事由に

よる処断刑に留意した上、公益の代表者として、被疑者に有利な情状も

考慮し、適正妥当な刑罰を決定する。

主刑については、刑種、刑期、金額を明示して記述する。

付加刑のうち、没収又は追徴については、刑法19条、19条の2，

20条、197条の5その他の規定の要件（没収につき所有関係も含

む。）を確認してその該当性を検討する55･その上で、没収の必要あり

と認める場合には、対象物を品名．数量56で特定し、追徴の場合はその

価額を明示する。没収又は追徴を求刑するときは、その要件該当事由57

を括弧書きで付記する。

共犯事件では、被疑者ごとに求刑意見を分けて記述する。

I

55犯罪被害財産については、没収・追徴しないのが原則である。組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益

の規制等に関する法律13条2項、15条1項本文、16条1項ただし書参照。

56特定のため必要な場合を除いては、領置番号（符号）は記載しない。

57組成物件、供用物件、生成物件､ 取得物件（犯罪収益等）、報酬物件＄賄賂等の別。没収につき
所有関係を含む。主刑及び付加刑の記載例としては、以下のものが想定される。「懲役10年、果物

ナイフ1丁没収（犯行供用物件、被告人所有）」
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その他求刑については､ 検察講義案（令和3年版）の該当部分58を参

照されたい。 1

ﾛ

｣

Ｌ

58検察講義案（令和3年版）第4章第8節第2，4「求刑」(180頁以下）。

－34－

『



第6 記載例 、

資料1 単独犯の記載例1（検討対象事実の認定につき直接証拠がある場合）

第1 終局処分

1 公訴事実

被告人は､令和5年4月19日午後11時頃､埼玉県和光市○○1丁目

2番3号先路上において､強島力男（当時40歳)に対し､殺意をもって｛

出刃包丁（刃体の長さ約18．2センチメートル）でその左胸部を1回突

き刺し、よって、同月20日午前2時頃、同市○○2丁目3番4号和光市
立○○病院において、同人を左胸部刺創に基づく失血により死亡させて

殺害したものである。

2 罪名及び罰条

殺人 刑法199条

第2 犯人性

以下、被疑者大泉和光を「A」、被害者強島力男を「v」と略記す
る。

1 犯人性の検討対象事実

本件は、､犯人が、令和5年4月19日午後11時頃、埼玉県和光市○

○1丁目2番3号先路上（同番地所在の居酒屋「和光」前路上。同店店

長甲本一郎を以下「甲本」という。）において、右手に持っていた刃物で
Vの左胸部を1回突き刺して失血死させ、当該凶器を持って北西方向に

逃走した事案である（4/20甲本Ks(信用性については後述)、4/20報

〔本件認知〕、4/20実)。

2 間接事実

（1）間接事実第1

ア 認定した間接事実の概要

･ 本件凶器である出刃包丁の柄に、Aの指紋が付着していたこと

イ 認定プロセス

（事件・犯人側の事情)

・ 認定した検討対象事実の内容は、前記1のとおりである。

令和5年4月20日午前0時頃、犯人捜索中の警察官が、犯行現

一 場の北西約200メートルに位置する和光市民公園内の植え込みか

ら、出刃包丁1本（以下「本件出刃包丁」という。 ）を発見した

（4/20報〔凶器の発見〕）。

本件出刃包丁には、その刃体部分全体に血痕様のものが付着して

おり、鑑定の結果、当該血痕様のものは人血で、そのDNA型はV

のDNA型と一致した(4/20報〔包丁の状態〕、4/20鑑嘱、4/25報

〔鑑定結果〕等）。司法解剖の結果、本件犯行に使用された凶器

は、刃幅約3センチメートル、刃体の長さ18センチメートル前後
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若しくはそれ以上、厚さがやや薄い刃物と推定されるところ（4/21

報〔解剖結果〕）、本件出刃包丁の刃幅は最大約3．1センチメー

トル、刃体の長さ約18．2センチメートルであり、本件出刃包丁

が本件凶器であるとしても矛盾しない（4/26報〔凶器の特定〕）。

以上からすれば、本件出刃包丁は、本件犯行に用いられた凶器と合

理的に認定できる59．

IA側の事情）

そして、本件出刃包丁の柄から指掌紋1個が採取されたところ、

これがAの右手示指の指紋と一致した（4/20報〔包丁の状態〕、

4/22報〔指紋の一致〕等）。

ウ 意味付け

本間接事実は、Aが本件出刃包丁を用いて犯行に及んだ際、Aの

指紋が本件出刃包丁の柄に付着した可能性を示しているという意味

で、事件とAを結び付ける事情となる。

これに対し、A以外の者が、Aが触れたことのある本件出刃包丁

を入手し、これを用いて犯行に及んだ可能性も想定できる。しか

し、使用歴のある中古の包丁が流通することは通常考えにくいこと

などから、A以外の者がAとは無関係に本件出刃包丁を入手して犯

行に及んだ可能性は高くない。また、犯人が投棄した本件出刃包丁

にAが触れたという可能性も想定できる。しかし、事件に無関係の

者が、犯行後約1時間の間に血液の付着した包丁を見付け、それに

触ることは考えにくいことから、その可能性も高くない。したがっ

て、本間接事実は、Aの犯人性を強く推認させる。

(2)間接事実第2

ア 認定した間接事実の概要

犯行の4日後、Aの居室から、Aが普段着用している作業着上衣

が、vの血痕の付着した状態で発見されたこと

イ 認定プロセス

（事件・犯人側の事情）

前記1のとおり、犯人は、令和5年4月19日午後11時頃、前

記路上において、右手に持っていた刃物でvの左胸部を突き刺して

おり、vは、その場で大量に出血して倒れた。

(A側の事情)

同月23日、Aが単身居住していた勤務先従業員寮のAの居室に

対する捜索を実施したところ、同居室内のクローゼットから、右袖

口から右肘部にかけての部位等に血痕様のものが広範囲に付着した

作業着上衣が発見され、差し押さえられた（4/23捜押）。同上衣

59犯行時以外の擬会にVの血液が付着した可能性も想定は可能であるが、人血が付着した包丁が公園の植
え込みに遺留されることは、経験則上希有な事態といえるし、Vの血液が刃体全体に付着する機会が犯行

時以外にあったとするのも現実的と思われない。問題意識を持つことは重要であるが、事案の証拠関係に
照らし、あまりに非現実的な反対仮説については論じるまでもなかろう。
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は、勤務先において従業員であるAに支給されたもので、裏地部分

にAの氏名の刺繍があり､ Aが日常的に着用していた（4/23写報

〔作業着上衣〕、4/23報〔作業着上衣裏付け〕）。

前記右袖口等に付着していた血痕様のものは、人血であり、その

DNA型はVのDNA型と一致した(4/23鑑嘱、4/28報〔鑑定結

果〕等）。

ウ 意味付け

本間接事実は、Aが普段着用している作業着上衣を着て犯行に及

び、その際にVの返り血を浴びた可能性を示しているという意味

で､ 事件とAを結び付ける事情となる。

これに対し、本件犯行とは別の機会に、vが何らかの原因で出血
するなどしてAの作業着上衣に血液が付着した可能性も一応想定は

できるが、自己の着衣に他人の血液が付着すること自体希有な事態

である上、他人の血液がこのように右袖口から右肘部にかけて広範

囲に付着することは考えにくく、その可能性は高くない。また、A

以外の第三者がAの作業着上衣を着用して犯行に及んだ上、犯行後

にAの自宅のクローゼットに作業着上衣を隠匿した可能性も想定は

できるが、当該第三者がAとは無関係にそのようなことをするのは

困難であり、その想定も現実的とは言えない。

以上からすると、本間接事実は、Aの犯人性を強く推認させる。

(3)間接事実第3

ア 認定した間接事実の概要

Aが、犯行日の前日に Vに貸金300万円の返済を求めたとこ

ろ拒否されて憤慨し､ 知人らに「vは許さん。刃物で刺すくらいし

ないと気が済まない。」などと告げていたこと

イ 認定プロセス

（事件・犯人側の事情）

前記1のとおり､ 犯人は、令和5年4月19日午後11時頃、前

記路上において、右手に持っていた刃物でVの左胸部を突き刺し

た°

(A側の事情）

Aは、犯行日の前日の同月18日午後6時頃、知人の丙前四郎

（以下「丙前」という。）及び丁山五郎（以下「丁山」という。）

と一緒に'、東京都○○区所在の居酒屋「豚貴族」○○店でVと会

い、Vに対し、貸金300万円の返済を求めたところ、Vから、

「全部使ったからない。収入もないし返せない。あきらめろ。」な

． どと言われて拒否された。Aは、立腹して、「300万円は大金だ

ぞ。お前が頼むから無理して貸してやったんじゃないか。そんな態

度はないだろ。」などと言ったが、Vは、「ないものはない｡ もう

帰る。」と言って同店を出て行った。Aは、憤慨して、「Vは許さ

ん。刃物で刺すくらいしないと気が済まない。」などと言った
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（4/22丙前KS(信用性については後述）、4/22丁山KS、4/22報

〔豚貴族○○店に対する裏付け〕、4/22報[AのVに対する貸付

状況〕）。

丁山は、前記日時頃、同店で、AがVに貸金300万円の返済を

求めたところ拒否されて憤慨していたことや、vが同店から出て行

った後、Aが「Vは許さん6刃物で刺すくらいしないと気が済まな

い。」などと言ったことを供述するが、その場に同席していた丙前

も、その供述に変遷はあるものの、最終的には丁山と同様の供述を

していること（なお、変遷後の丙前の供述が信用できることについ

ては後述する。）、丁山の同供述は、Vが、Aに対する借入金30

0万円について、返済期限を徒過しても全く返済していなかったこ

と（4/22報[AのVに対する貸付状況])や、前記日時頃、同店

に来店していた4人客に金銭トラブルでもめている様子があった旨

同店従業員が供述していること（4/22報〔豚貴族○○店に対する

聞き込み捜査結果〕）とも整合する上、丁山は、Aの幼なじみで、

犯行時まで親しく交友関係を続けており（4/20丁山KS)、Aに不

利益な虚偽供述に及ぶことは考え難く、供述内容自体も自然かつ合

理的であることから、その供述は信用できる。

ウ 意味付け

本間接事実は、Aが、Vとの金銭トラブルを動機とし、犯行前日

・に、実際の犯行態様と符合する態様で犯行に及ぶ意思のあることを

事前に知人らに打ち明けた上で本件犯行に及んだ可能性を示してい

るという意味で、事件とAを結び付ける事情となる。

もっとも、Aがこのような動機を持っていたからといって必ずし

もこれを実行するとは限らず､ A以外の第三者が、Aとは無関係に

別の理由で犯行に及んだことも容易に想定できる。また、 Aが犯行

日前日にVに刃物で危害を加える趣旨のことを言っていたところ、

現にVはそのような方法で殺害されているが、刃物で刺して殺害す

るのは、殺害方法としては珍しいものではなく、Aの犯行日前日の

言動とたまたま合致した可能性も十分あり得る。よって、本間接事

実の推認力は限定的なものにとどまる。

(4)間接事実第4

ア 認定した間接事実の概要

Aが、犯行翌日、知人である丙前にアリバイエ作を依頼したこと

イ 認定プロセス

（事件・犯人側の事情）

前記1のとおり、犯人は、令和5年4月19日午後11時頃前記

路上において､ 右手に持っていた刃物でvの左胸部を突き刺した。

IA側の事情）

Aは、同月19日夜から同月20日朝にかけて、丙前の自宅には

いなかったにもかかわらず、同月20日午前11時頃、丙前の自宅

〆
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､

『

に突然現れ、丙前に対し、「警察が来たら、昨夜から今朝にかけ

て、俺がお前と一緒にお前の家にいたと説明してくれ。」と告げた

（4/28丙前Ks(信用性については後述))｡

ウ 意味付け

本間接事実は、Aが丙前に対し、犯行時を含む時間帯にAが丙前

方にいた旨のうその供述を警察にするように依頼したこと、すなわ

ち、犯行時に犯行現場にいなかったとするアリバイエ作を依頼した

という間接事実であり、Aが犯行後、警察に逮捕等されるのを免れ

るために、このようなアリバイエ作を依頼した可能性を示している

という意味で、事件とAとを結び付ける事情となる。通常、Aが犯

行と無関係にこのような依頼をする可能性はそれ程高くないが、警

察の追及から安易に逃れようとする余り、このような工作を依頼し

た可能性や、警察からの追及を逃れようとした犯行が本件とは別の

ものである可能性を排斥できない。

よって、本間接事実の推認力は限定的なものにとどまる。

丙前供述の信用性

アー供述の概要

丙前は、令和5年4月24日の取調べでは、「4月18日は豚貴

族○○店に行っていないし、 AともVとも会つ･ていない。4月19

日夜から20日の朝にかけて自宅でずっとAと一緒にいた。」旨供

述していたが（4/24丙前KS・以下「変遷前供述」という。）、同

月28日の取調べでは、「4月18日に豚貴族○○店に行っていな

いというのも、4月19日夜から20日朝にかけて自宅でAとずつ

と一緒にいたというのもうそであり、Aに頼まれてうそをついた。

本当は、4月18日にAと丁山と一緒に豚貴族○○店に行き、Vと

会った。Aは、Vに貸金300万円の返済を求めたが、断られてV

の態度にひどく怒っていた。Aは、Vに刃物で危害を加えるという

意味のことを言っていた。4月19日夜から20日の朝にかけて

は、一人で和光市内のサウナに行っており、Aとは会っていな

い。」などと供述するに至った(4/28丙前KS・以下「変遷後供述」

．という。）ので、これら供述の信用性につき検討する。

イ 変遷前供述の信用性について

まず、変遷前供述の信用性について検討すると、同月18日に豚

貴族○○店に行っていないという供述は、同日の同店内を撮影した

防犯カメラ映像に、A、V、丁山らと一緒のテーブル席に丙前と人

着等が酷似した人物が写っていて（4/22報〔豚貴族○○店に対す

る裏付け〕）、この人物を「丙前」であると断言する丁山供述

（4/20丁山Ks)と矛盾し、信用できない。また、同月25日に実

施された丙前自宅の捜索の結果、埼玉県和光市内の24時間営業サ

ウナの会員カード（丙前名義）が押収されたが（4/25捜押）、同

会員カードの利用履歴及び防犯カメラ映像から、同月19日午後7

(5)
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時から同月20日午前7時まで、丙前本人が同施設を利用していた

事実が認められるから（4/26報〔利用履歴〕、4/27報〔サウナ利

用者〕）、 「4月19日夜から同月20日朝にかけて自宅でAとず

っと一緒にいた。」との供述も信用できない。

ウ 変遷後供述の信用性について

次に、変遷後供述の信用性について検討すると、同月18日にA

らと豚貴族○○店でVに会い、その際、AがVに貸金の返済を求め

たが断られて憤慨し、Vに刃物で危害を加えるという意味のことを

言っていたことは、信用できる前記丁山供述等に整合する。同月1

9日夜から同月20日朝にかけて一人でサウナに行っていたという

のは、サウナの会員カード利用履歴等に整合する。

また、丙前は、中学生時代のAの同級生で、犯行時に至るまで親

しく交友を続けてきたAの友人であるから（4/24丙前KS、4/20丁

山KS)、Aに不利益な虚偽供述をするとは考え難い。I旧知のA

の依頼で口裏を合わせてうその供述をしたが、豚貴族○○店や、サ

ウナの防犯カメラ映像を示されてうそを言い通せなくなり、うそを

ついた経緯も含めて本当のことを話した。」という変遷理由（4/28

丙前Ks)も合理的で、供述経過は自然といえる。

エ 結論

以上から、丙前の変遷前供述は信用できず、変遷後供述は信用で

きる。

3 直接証拠

（1）直接証拠となる証拠

居酒屋「和光」店長の甲本は、同店閉店後、店を出るvを出入口ま

で見送ったところ、店を出たVに対して、犯人がVに近付き、いきな

り刃物でvを突き刺す行為に及んだ場面を、店内から、引き戸が開い

た状態の出入口越しに目撃した旨を供述するとともに、その犯人が同

店の常連客であるAである旨明確に供述している（4/20甲本KS，

4/27甲本Ps)。したがって、甲本の供述は、Aが犯人であることを

直接認定し得る証拠である。

（2）信用性

ア 犯行場面等に関する供述

甲本は、「犯人(A)は、右手に持っていた刃物でVの左胸部を

『1回突き刺すと、その刃物を持ったまま北西方向に逃げていっ

た。」と供述するところ、犯行場面に関する供述は、vの創傷が左

胸部の刺創1箇所のみであったこと（4/21報〔解剖結果〕）と整

合する上、犯人の逃走状況に関する供述も、犯行現場北西方向の公

園の植え込みから、 D NA型がVと一致する血痕が付着した本件出

刃包丁が発見されていること（間接事実第1で認定済み) と整合す

る。いずれの供述も、事件発生直後という記憶が鮮明な時点でなさ

れた一貫した供述である上、目撃条件も後述のとおり良好であり、
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信用性は高い。

イ 犯人がAであるとの供述

犯人がAであるとの供述についても、本件出刃包丁からAの指紋

が検出されたこと、Aの居室からVの血痕の付着したAの作業着上

衣が発見されたこと、Aが知人にうそのアリバイ等の供述を依頼し

たことなどの事件とAとの結び付きを示す事実関係（以上、間接事

実の項で認定済み）により裏付けられている。

AとVはいずれも同店の常連客であり、甲本は両名との間で一応

の利害関係は有するが、殊更Aに不利益となる虚偽供述をする理由

はない。

目撃条件についてみると、店内からの目撃ではあるが、出入口の

引き戸は開いた状態であり、発生現場である店外の状況を遮るもの
なく見通すことができ、目撃時のA及びVとの距離も約2メートル

と近かった（4/26実〔目撃再現〕）。犯行時は街灯や店内からの

灯りで店外は明るく（4/21実〔発生現場〕）甲本の視力は両目と

も1．5で（4/20甲本KS)、目撃の客観的条件は良好であった。

本件犯行は、甲本が、深酒をして足取りがおぼつかないVを出入口

まで見送り、その様子を注意して見ていた際に行われており（4/27

甲本PS)、甲本が意識的に観察していたといえる上、犯行場面は

それ自体印象的な出来事であるから、目撃の主観的条件も良好で、

認識の誤りや記憶違いの可能性もない。

識別状況についてみるとく甲本は、犯行時まで50回は会ったこ

とのある常連客のAの特徴は十分把握していたといえるところ、甲

本は、「事件の際、犯人の全身の右側がはっきりと見えたが、身長

体格はAの身長体格そのままで、着ていた服もAが普段から着てい

た作業着だった。横顔だったが顔の特徴はAの特徴そのままで、特

に右頬の傷跡が全く同じであった。犯人はAで間違いない。」と述

べる（4/20甲本KS、4/27甲本Ps)。その識別根拠は十分に具体的

かつ詳細である。また、このような識別供述は､ 事件発生直後から

の一貫したもので、変遷等の事情もない。

ウ 結論

以上からすれば、甲本の供述は、犯人がAであるという点も含め

て信用することができる。

被疑者供述

供述の概要

Aは、逮捕当初から勾留16日目まで、「自分は犯行とは無関係で

ある。犯行日時頃には、自分は丙前の家で丙前と一緒に酒を飲んでい

た。」旨供述し、犯人性を一貫して否認していたが（以下「変遷前供

述」という）、勾留17日目の取調べで、犯人性自体は認めるに至っ

た（以下「変遷後供述」という） ･

変遷前供述の信用性

』‐
ﾛ■､■

(1)

(2)
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ア 犯行と無関係であるとの供述について

Aは、自分は犯行と無関係である旨供述していたが( 5/20 APS

等） 、凶器である本件出刃包丁にAの指紋が付着していたことや、

A居室からVの血痕が付着した状態でAが普段着用している作業着

上衣が発見されたことといった前記の事実関係と整合しない。

すなわち、凶器である本件出刃包丁にAの指紋が付着していたこ

とにつきAは、「全く身に覚えがない。自分が使っていた包丁が今

年の正月に持ち去られたことがあったので、それが犯人の手に渡っ

たのではないか。」と供述するが(5/20APS)、本件出刃包丁の製

造が開始されたのは、事件のあった月の前月の令和5年3月であり

（4/24報〔出刃包丁の製造日裏付け〕）、Aの供述は客観的事実

と矛盾している。

また、Vの血痕が付着した作業着上衣がA居室から発見されたこ

とにつき、Aは「なぜ自分の作業着にVの血痕が付いているのか分

からない。もしかしたら､ 事件の何日か前にVと会った際、Vが鼻

血でも出していて、それが作業着に付いたのではないか。」と供述

するが(5/20APS)、自己の着衣に他人の血液が付着すること自体

希有な事態である上、犯行とは無関係に右袖の相当広範囲にVの血

痕が付着すること（4/23写報〔作業着上衣〕）は考え難い。

また、 Aは、犯行翌日以降に勤務先を無断欠勤し、所在不明にな

ったことについて、「職場の仲間とトラブルになったので、勤務先

を辞めて知人方で寝泊まりしていた。」と供述するが( 5/20 APS)、

他の勤務先従業員に聴取しても、そのようなトラブルの存在は確認

できない（5/22報〔聴取結果〕）。

イ アリバイ供述について

Aは、前記のとおり、犯行日時には丙前と一緒に丙前の自宅にい

たとして、自己にアリノヌイがある旨供述するが、信用できる丙前の

変遷後供述のとおり、このAのアリバイ供述は虚偽であり信用でき

ない。

ウ 結論

以上から、犯人性に関するAの変遷前供述は信用することができ

ない。

(3)変遷後供述の信用性

Aは､勾留17日目の令和5年5月22日の取調べで、「Vから必

ず返すと泣き付かれ、1年半ほど前に、返済期限を1年として、30

0万円を貸したが、1円も返済されなかった。犯行前日には、丙前、

丁山と一緒にVと会って返済を求めたが､ Vは、『ないものは返せな

§い｡』と開き直る始末だった。腹の虫がおさまらず、今回の犯行に及

んだ。」「犯行に用いた凶器は、自室で料理に使っていた出刃包丁で

あり、犯行当日の夜遅く、さらしで巻いて腹巻に挟み込み、vが行き

付けにしている居酒屋『和光』に行き、店の前でvが出てくるのを待
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った･」「店から出てきたvを刺した際、素手で包丁の柄を握ってい

た。」「逃げるときに後ろから『大丈夫か6 』という店長の甲本さん

らしき声が聞こえたので、甲本さんに見られたかもしれないと思っ

た。」「逃げる途中で近くの植え込みに出刃包丁を捨てた。」「犯行

時に着ていた作業着の上衣にVの血が付いていたので、自分の部屋に

戻って着替えた。作業着上衣はどこに捨てて良いか分からず、そのま

まクローゼットに入れた。」「事件の翌日の昼前に、丙前にアリバイ

エ作を依頼したが、何だか不安になって、そのまま自分の部屋には戻

らず、公園等で野宿するようになり、仕事にも行かなくなった。」

「丙前が事件の夜にサウナに行っていた記録があることを警察官から

聞き、アリバイエ作を依頼した事実がばれてしまったと思ったので、

うそを言っても通らないと思い、本当のことを話すことにした。」旨

供述する(5/22 A PS)。

Aの変遷後供述は、犯行直後に現場付近の植え込みで発見された凶

器である本件出刃包丁の柄にAの指紋が付着していること（間接事実

第1）、Aの自室のクローゼットからVの血の付いた作業着上衣が発

見されたこと（間接事実第2）、Aには犯行動機があり、また犯行前

日に、AがVに刃物で危害を加える旨知人らに告げていたこと（間接

事実第3）、アリバイエ作の依頼（間接事実第4）とよく整合する

上、甲本の目撃供述とも合致する。変遷理由も合理的で､'供述経過は

自然と言える。

以上からすれば、自己が犯人であるとのAの変遷後供述は信用する

ことができる。

総合評価

以上を総合すれば、Aが本件の犯人であることは明らかである。

すなわち、第1から第4の各間接事実を前提に、Aが本件犯行に全く

与していないとすると、Aが貸金を返済しないVの態度に憤慨し、刃

5

関与していないとすると、Aが貸金を返済しないVの態度に憤慨し、刃

物でVに危害を加える趣旨のことを知人に告げた翌日に、Aとは別の犯

人により本件犯行が行われ、本件犯行にはAが触れたことのある出刃包

丁がたまたま使用され（あるいは、本件犯行に用いられた出刃包丁に犯

行後1時間以内にAがたまたま触れ）、本件犯行とは別の機会にVが出

血してAの作業着にその血が付着したのにAがこれに気付かず自室クロ

ーゼット内にそのまま保管し（あるいは、犯人が何らかの方法でAの作

業着をAに無断で入手して犯行に及んだ後にこれをAの自室クローゼッ

ト内に隠匿し）、Aが犯人ではないのに、何らかの理由で本件犯行時を

含む時間帯のアリバイエ作を丙前に依頼するという偶然が重なったとい

うことになる。

しかし、このような事実が偶然重なること、特に犯行に使用された凶

器やVの血液が付着した衣服という犯行に関連する物品のいずれもが偶

然にAに結びつくなどという事態はおよそ考えられない。

むしろ、Aが犯人であり、Aが犯行前日、貸金を返済しないVに憤慨
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し（間接事実3）、Aが右手に持った本件出刃包丁でVを刺し（間接事

実1）、Vの返り血を浴びてその血液が付着した作業着を自宅クローゼ

ットに隠匿する（間接事実2）とともに、犯行翌日、知人にアリバイエ

作を依頼した（間接事実4）と考えれば、全ての間接事実を自然かつ整

合的に説明することができ､ 各間接事実を総合するだけでも、Aが本件

の犯人であることを認定できる。

さらに、犯行場面を目撃し、その犯人がAであることを供述している

甲本供述や、本件犯行を実行した旨の信用できるAの自白も踏まえて総

合的に評価すると、Aが本件犯行を実行した犯人であることは一層明ら

かである。

第3 犯罪の成否等

1 構成要件・客観面

（1）殺人罪の客観面の構成要件要素及び問題なく認定できる要素

殺人罪の客観面の構成要件要素は、①殺人の実行行為を行ったこ

と、②人の死の結果が発生したこと、③ ①と②の間に因果関係があ

ることである。このうち、②については、vが公訴事実記載の日時・

，場所において、左胸部刺創に基づく失血により死亡したことが、死体
検案書や司法解剖の鑑定書等の証拠から認定できることから、以下、

①の実行行為及び③の因果関係につき論じる60°

（2）殺人の実行行為を行ったこと

ア 意義

殺人罪の実行行為とは、人の死の結果を生じさせる現実的危険性

のある行為をいう。

イ 事実認定

(ｱ）行為態様

Aは、4月19日午後11時頃、和光市○○1丁目2番3号

先路上において、居酒屋「和光」から出てきたVに向かってその

正面に立ち､ 胸の高さで右手に持った本件出刃包丁をvに向けな

がら、立ちすくんで棒立ちになったvの正面に体当たりして、本

件出刃刃物でその左胸部を突き刺した（4/27甲本PS、4/26報

〔凶器の特定〕等）。

かかる行為態様に関する甲本供述は、前記第2．3(2)アのとお

りVの刺創と整合する上、視認条件も良好であること、甲本とA

．は店長と客という関係にすぎず､ 敢えてAに不利益な虚偽供述を

する動機が見当たらないことなどを踏まえると、信用できる。

（ｲ）創傷の部位，程度

Vの創傷は、Vの左胸部（左乳頭の左上1センチメートルの位

“上記②について簡潔に論じた例であるが、簡潔に論じる場合であっても、事実の認定と証拠の引

用は必要である。なお、実行行為については、意義、証拠に基づく事実認定、法的評価の三段階を踏
まえた論述が必要とされることに留意されたい（24頁参照)。
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置）からほぼ水平方向に身体の中心に向かい、創洞の深さは約1

8センチメートルに達し、その際、肋骨を切断して左心室を貫通

し、最深部は脊柱に及ぶ刺創である。また、vの手や腕に相手か

らの攻撃を避ける際に生じたと考えられるような防御創はなかっ

た（4/21報〔解剖結果〕）。

（ｳ）凶器の形状等

凶器として使用された本件出刃包丁は、刃体の長さ約18．2

センチメートルで、幅が最大で約3．1センチメートル、刃の厚

みが最大で約2ミリメートル、先端は鋭利である（4/26報〔凶

器の特定〕）。

（ｴ）消極証拠の検討

Aは、犯人性は認めたものの、犯行時の状況につき、「Vに対

し、脅すために出刃包丁を突き付けたところ､ vが『この野郎、

なめとんのか、しばくぞ。』と怒鳴りながら、私に殴りかかって

きたので、これをやめさせようと思い、体をのけぞらせながら、

出刃包丁を持っていた右手を少し前に出した。それでもvが私に

近付いてきたので、出刃包丁がvに刺さってしまった｡ 」旨述べ

て、殺人の実行行為性を否認している( 5/22 APS)。

しかし、A弁解は、前記のとおり信用性のある甲本供述に矛盾

する上、Vの司法解剖結果によれば、前記(ｲ)のとおり、Vの胸部

の創傷は肋骨を切断し、創洞も本件出刃包丁の刃体の長さに匹敵

する程度の深さに達しており、相当強度な刺突行為がなければこ

うした創傷は生じず、Aの弁解するような態様では生じ得ないと

認められる。

したがって、犯行時の状況に関するAの前記供述は信用でき

ず､ 行為態様は前記のとおり認定できる。

ウ 法的評価

以上で認定した事実によれば、Aは、刃体の長さ約18．2セン

チメートルの鋭利な出刃包丁という、殺傷能力の高い刃物で、身体

の枢要部である左胸部を体当たりしながら相当強い力で突き刺し、

刃体の長さとほぼ同じ深さの刺創を負わせたものである。こうした

Aの行為は、人の死の結果を生じさせる現実的危険性のある行為と

評価でき、殺人罪の実行行為に該当する。

（3）因果関係

Vに体当たりしながら、その左胸部に相当強い力で本件出刃包丁の

刃を突き刺す行為によりvの左胸部刺創が形成され、vは同傷害に基
づく 失血により死亡したのであるから、Aの実行行為とVの死亡との

間に因果関係があることは明らかである。

2 構成要件・主観面

殺意（殺人罪の故意）については、以下のとおり認められる。

（1）意義
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殺意とは、人の死亡等の結果発生に対する認識、認容をいう。

(2) 事実認定

ア 行為態様及び創傷の部位・程度に関する認識

Aは、前記のとおり、街灯の明かりや店の灯りに照らされた犯行

現場において、立ちすくんで棒立ちになったvの正面に体当たりを

してVの左胸部を本件出刃包丁で突き刺し深さ約18センチメート

ルの刺創を負わせたものである。①現場周辺の明るさやAとVの位

置関係から、Vの体勢や動作をはっきり見ることのできる状況にあ

ったこと (4/21実〔発生現場〕）、②棒立ちのVに対し、一直線

に出刃包丁を突き出して刺したこと(4/20甲本KS等）、③創洞の
深さが約18センチメートルに達していることに照らすと、Aは、

本件出刃包丁を突き出す部位がVの左胸部であることを十分に認識

し、同部を狙って強い力で突き刺したも.のと認められる。

イ 凶器の形状に関する認識

Aは、凶器である本件出刃包丁を自ら準備し、これを手に持って

犯行現場に赴いたのであるから、その形状を十分認識していたと認

められる(Aもその旨認めている。5/22APS)。

ウ 動機

前記間接事実第3で認定したとおり、Aは、本件犯行前日に、V

に貸金300万円の返済を求めたところ、これを拒否されて憤慨

し、知人らに「Vは許さん。刃物で刺すくらいしないと気が済まな

い｡」などと告げており、AとVの間には、金銭トラブルがあった

と認められる上、前記出来事は、Aにとって、Vへの殺意を抱くに

十分なものであったと認められる。

エ 犯行後の言動

Aは、本件犯行後、本件出刃包丁を持ったまま北西方向に逃げて

おり、vを救命する方策を一切取っていない。

オ 消極証拠の検討

これに対し、Aは、「殺すつもりはなかった。Vの左胸部を狙っ

て突き刺したわけではない。」旨述べて、殺人の故意を否認してい

る( 5/22 APS)。しかし､ その弁解は、前記1 (2) /r (=)のとおり、信

用できない行為態様に関する供述を前提とするものであるから、信

用できない。

(3)法的評価

Aは、殺傷能力の高い本件出刃包丁の危険性を認識しながら、本件

出刃包丁で人体の枢要部である左胸部を狙って強く突き刺したと認め

られる上、Vは、棒立ちで抵抗していないため、Aの意図に反して、

Vの左胸部に刺さってしまったような事情もないことからすれば、A

は､その行為態様及びその危険性を認識しながら本件犯行に及んだと

認められる。また、AにはV殺害の動機があること、Aは犯行直後、

逃走を図り、Vを死亡させまいと振舞った事実もないことからすれ

、
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ぱ、事件前後の状況に殺意を否定するような事情は何ら認められず、

むしろ、動機があることや逃走を図ったことは、Aに殺意があったこ

とを裏付けている。

したがって、Aには殺意があったと認定できる。

3 違法性、責任、訴訟条件

Aは、前記1(2)イ(エ)のとおり、Vが殴りかかってきたなどと弁解し、

自己の行為が正当防衛である旨主張している。しかし、前記のとおり、

VはAを目の前にして立ちすくんでおり、Aに対して殴りかかったり、

Aに近づいたりした事実は認められないから（4/27甲本PS等）、「急

迫不正の侵害」が存在せず、正当防衛は成立しない｡，

第4 情状関係及び求刑意見

1 不利な事情

（1）先端鋭利な凶器を用いた危険な犯行態様

（2）あらかじめ凶器の包丁を準備し、店を出てくるVを待ち伏せして本

件犯行に及んでおり、(Vを殺害することまで明確に意図していたか

はともかくとして)Vを殺傷することの計画性がうかがわれる。

(3MVに体当たりしながら本件出刃包丁で左胸部を狙って強く突き刺し

ており、強い殺意に基づく犯行

(4)Vの死の結果は重大

（5）金銭上の争いを動機とする犯行であるところ、民事的な争いを安易

に暴力で解決しようとしたという点で、動機は短絡的との非難を免れ

ない。

(6) V遺族の処罰意思は峻烈。慰謝の措置なし。

（7）行為態様を否認し、正当防衛を主張するなどしており、反省の弁は

表面的

2 有利な事情

15年前に暴行の前歴があるが、前科はない。

3‘求刑意見

懲役○○年

出刃包丁1本没収（犯行供用物件・被告人所有）
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資料2 単独犯の記載例2（検討対象事実の認定につき直接証拠がない場合）

第1 終局処分 、

1 公訴事実

被告人は、令和5年5月5日午後10時頃、埼玉県和光市○○2丁目

3番所在の○○公園内において、成増花子（当時40歳）に対し、殺意

をもって、包丁（刃体の長さ約15センチメートル）でその背部を1回

突き刺し、よって、同日午後11時30分頃、同市○○2丁目3番4号

和光市立○○病院において、同人を背部刺創に基づく失血により死亡さ

せて殺害したものである。

2 罪名及び罰条

殺人 刑法199条

第2 犯人性

以下、被疑者練馬光を「A｣､ 被害者成増花子を「V」と略記する。

1 犯人性の検討対象事実

（1）犯人性の検討対象事実の概要

本件は、犯人が、令和5年5月5日午後9時50分頃から同日午後

1．1時10分頃までの間に、埼玉県和光市○○2丁目3番所在の○○

公園内において、vの背部を刃物で1回突き刺して失血死させた事案

である。

(2) 認定プロセス

ア 犯行態様及び結果

司法解剖の結果、vの背部に、肺を貫通し、大動脈を損傷する、

深さ約13センチメートルの刺創が認められ、成傷器は、先端が鋭

利、刃の長さが13センチメートル以上の片刃の刃物と推定され
た。また、Vは、この刺創によって多量に失血し、ほぼ即死したも

のと認められた､(5/7報〔解剖結果〕)。

背部刺創という創傷の位置及び深さからすれば、vによる自傷行

為の可能性は考えにくく、犯人がvの背部を鋭利な刃物で1回突き

刺したことによってVを死亡させたものと認められる。

イ 犯行日時

司法解剖の結果、Vの死体は、司法解剖開始時の同月7日午前9

時時点で､ 死後1日から2日経過しているもの（つまり、死亡した

のは同月5日午前9時頃から同月6日午前9時頃までの間）と推定

された（5/7報〔解剖結果〕)。

他方、○○公園付近に設置された防犯カメラ映像を精査した結

果､ 同月5日午後9時50分頃、○○公園前市道を南下してきたV

が、同公園内に進入する様子が確認された（同防犯カメラ映像に撮

影された人物は女性であり、金色のショートヘア、ピンクのショー

トブーツという特徴的な服装であったところ、かかる特徴はVと一

f
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致しており、同女性がVと認められる｡）（5/6報〔防犯カメラ精

査〕)。

樹林太郎は、同日午後11時10分頃、○○公園内を通行した際

に、多量の出血をして地面に倒れているVを発見して119番通報

した（5/6報〔119番通報〕)。

以上より、Vが少なくとも同日午後9時50分頃まで生存してお

り、遅くとも同日午後11時10分頃までには死亡していたと認め

られるところ、これは司法解剖の結果とも矛盾しないから、本件犯

行日時は同日午後9時50分頃から同日午後11時10分までの間

であると認定できる。

ウ 犯行場所

同月6日午前0時10分頃から○○公園内の実況見分が実施さ

れ、Vが倒れていた場所付近の地面に大量の血痕様のものが付着し

ていることが確認された（5/6実)。そして、かかる血痕様のもの

を採取して鑑定した結果、そのDNA型がVのDNA型と一致する

ことが判明した（5/12鑑)。

また、前記防犯カメラ映像に撮影されたVには、背部から出血し

ている様子はなく、その歩行状況にも異常は認められず、○○公園

に進入した時点でVは背部を負傷していなかったものと認められ

た。 。

以上より、犯行場所は○○公園内と認定できる。

2 間接事実

（以下省略）
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資料3 共犯の記載例1

第1 終局処分

1 公訴事実

被告人両名は、共謀の上、令和5年4月5日午後4時頃、埼玉県和光

市○○2丁目3番4号先路上において、湯島元 (当時21歳）に対し、

被告人泉一郎が「財布出してよ。出さないと痛めつけるよ。」などと、

被告人和光二郎が「俺は刑務所から出たばかりや。何黙ってんねん。な
めとんのか。財布出せや。早く出さんとしばくぞ。」などと、それぞれ

語気鋭く申し向けて金品の交付を要求し、もしこの要求に応じなければ

前記湯島の身体にいかなる危害を加えるかもしれない気勢を示して脅迫

し、その旨同人を怖がらせ、よって、その頃、同所において、同人から

現金10万円の交付を受けてこれを喝取したものである。

2 罪名及び罰条

恐喝 刑法249条1項、60条

第2 犯人性

以下、被疑者泉一郎を「A1泉」、被疑者和光二郎を「A2和光」、

被害者湯島元を「V」と略記する。

（本文省略） ．

第3 犯罪の成否等

1 構成要件・客観面

（1）構成要件要素

恐喝罪の構成要件要素は、① 恐喝行為、② ①に基づく相手方の畏

怖、③ ②に基づく交付行為、④ 財物の移転である。

（2）恐喝行為

ア 意義

恐喝行為とは、⑦財物交付に向けられた、④人を畏怖させるに足

りる脅迫又は暴行を加えることをいい、その脅迫又は暴行の程度が

相手方の反抗を抑圧.しない程度のものをいう。

イ 事実認定

Vは、面識のない男2名が、令和5年4月5日午後4時頃、犯行

現場の路上で、Vを二人がかりで突然取り囲んで路地裏に連れ込

み、身長170センチメートルのVに対し、Vより20センチメー

トルくらい背の高い方の男が「財布出してよ。出さないと痛めつけ

るよ。」と言い、続いてVより10～20センチメートルくらい背

の低い方の男が「俺は刑務所から出たばかりや。何黙ってんねん。

なめとんのか。財布出せや。早く出さんとしばくぞ。」などと言っ

たと供述する (VPS)。

これに対し、A2和光は､ 「金を脅し取るつもりでA1泉と協力
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し、二人がかりでvを路地裏に連れ込んだ事実は間違いないが、路

地裏では自分は一言も発しておらず、Vへの脅しはA1泉が一人で

やっていた。」旨供述し(4/20A 2和光PS)、脅迫行為を行った事

実を否認していることから、被害状況に関する上記各供述の信用性

を検討する。

V供述は､上記日時場所で､Vが二人組の男性に取り囲まれ､路

地裏に連れ込まれる姿を撮影した街頭設置の防犯カメラ映像（4/7

報〔カメラ映像〕）や、被害直前の時間帯である同日午後3時50

分に同所直近に設置のATMからVが出金した現金10万円 ( 4/6

報 〔被害金出金時のATM画像])が､ 同日午後4時20分の警察官

臨場時にはVの所持品中に存在しなかったこと（4/5報〔被害事実

確認〕）と整合している。

脅迫場面についてみても、Vより背が低い方の男（後記A両名の

身長からしてA2和光と考えられる。）が言ったとVが供述する

「俺は刑務所から出たばかりや。 」との発言については、本件の約

1か月前の令和5年3月1日にA2和光が○○刑務所を出所したと
いう客観的事実（4/15報〔出所時期〕）と整合している。 Vは、本

件被害時までは、A両名とは全く面識がなかったのであるから、上

記供述は、被害当時にそのように告知されたのでなければおよそ語

り得ない供述と認められ、その信用性は高いと いえる。

その場にいたA1泉も、「私が脅した後、A2和光も『俺は刑務

所から出たばかりや。何下向いとんのや。なめとんのか。財布出さ

んとしばいたるぞ6』と言って被害者を脅し上げていた｡」（4/19

A1泉PS)などと、V供述と整合する内容の供述をしており、これ

はV供述の信用性を更に高める事情といえる。

Vは、上記のとおり、A両名とは全く面識がなかった利害関係の

ない者であり、A両名を陥れるような動機がない。また、Vの上記

供述は、被害後間もない記憶の鮮明な時点から一貫した供述である

上、内容的にも、前後の客観的状況と整合しており、不自然不合理

な点も見当たらない。A両名には、A1泉が約190センチメート

ル、A2和光が約155センチメートルという顕著な身長差がある

上、言葉使いにも違いがある（4/7報〔被疑者の体格等〕）ことか

ら、VがA両名を混同した可能性も否定できる。なお、A1泉には

服役経験はない（4/15報〔出所時期〕）。

以上からすると、被害状況に関するv供述は、脅迫場面も含めて

全体として信用できる。

なお、A1泉の供述は、上記のとおり、V供述と整合している

上、A1泉は､自ら率先して恐喝行為に及んだと自己の責任を認め

た上で、A2和光の関与を供述しているのであるから、引き込みの

危険も少なく、信用できる。

他方、互いに信用性を補強し合うV及びA1泉の供述に反するA
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、 2和光の供述は信用できない。

以上からく被害状況については、V供述のとおり認定できる。よ

って、公訴事実記載の脅迫行為を認定した。

ウ あてはめ

(7) A両名の行為は、「財布出してよ。」「財布出せや。」という

文言の存在がら、財布という財物を交付することをvに求めてい
ることが明らかである。したがって､ 前記⑦の要件を満たす。

（ｲ) また、A両名の行為は、「痛めつけるよ。」 「しばくぞ。」と

いう文言の存在から、Vの身体に危害を加える旨告知してVを畏

怖させる害悪の告知であることが明らかである。一方、本件脅迫

行為は、凶器を使用したものではない上、内容についても、「痛

めつける」「しばく」といったものにとどまることから、相手方

の反抗を抑圧するに足りる程度のものとは認められない。したが

． って、前記④の要件を満たす。

（ｳ）以上から、A両名の行為が恐喝行為に該当するといえる。

(3)恐喝行為に基づく相手方の畏怖、同畏怖に基づく交付行為及び財物

の移転

信用性の認められるV供述によれば、Vが本件恐喝行為により殴ら

れるなどするのではないかと怖くなり、これを避けるため、A両名の

要求に応じて現金を渡そうと考え、実際に、財布から現金10万円を

出して、A2和光に手渡したことが認められる。また、A1泉もVと

同様に、A2和光がVから現金10万円を受け取り、A両名で5万円

ずつ折半したと供述している上、A両名の金銭費消状況に関する捜査

結果によりA両名の喝取金の費消状況も裏付けられている（4/13報

〔喝取金の費消先の裏付け〕）。 このように、vは、本件恐喝行為に
より自己の身体に危害を加えられるのではないかと畏怖し、それによ

って、A2和光に現金10万円を差し出し、同人がこれを受け取った
のであるから、恐喝行為以外の構成要件要素も問題なく認められる｡

2 共謀の成否

共謀とは、犯罪の共同遂行についての合意である。

（1）事実認定

A両名は、前勤務先の元同僚であり、年齢も同じで主従の関係は認

め難く、対等の関係にあったものと認められるところ、いずれも無職

で収入がなかった（4/25報〔元勤務先〕、A1泉の実母KS、A2和

光の実父Ks)。

A両名は、令和5年4月4日午後10時頃、A2和光方で共に飲酒

していた際、A1泉が、遊興費欲しさから、A2和光に対し、「金な

いよな。カツアゲでもやって､手っ取り早く金、手に入れようぜ。言

うこと聞かなきゃ殴るぞ、とか言えば、弱そうな奴なら、ビビってす

ぐに財布出すんじゃないか。」などと言って、通行人に声を掛け、暴

力を振るうなどと言って相手を脅して金銭を交付させることを持ち掛

、
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けた｡ これに対し、A2和光も、A1泉が言うように、二人で通行人

を殴るぞなどと言って脅せば簡単に金を手に入れることができると思

いも遊興費等が欲しかったことから、本件犯行に及ぶことを決意し､

A1泉に「そうやな。やろう。」などと言って、本件犯行に加担する

意思を伝えた。

また、A1泉は、A2和光に対し、 ｢俺が先に声を掛けるから、お

前は横でにらみきかせながら相手がビビるようなこと言ってよ。それ

で金巻き上げようぜ。ただ、手を出して怪我だけはさせんなよ・後々

罪が重くなって面倒だから。」と言い、これを受け、A2和光は、

「分かった。ムショ帰りやとか、何か適当にビビるような脅しをかけ

たるわ。それと逃げるのに車があった方がええよな・俺が用意して、
運転するわ。」などと言って、役割分担等について話合いを進めた。

さらに、A2和光は「取った金は、半々の山分けでええよな･」な

どと言い、A1泉は「それでいいよ｡ 」などと言って、被害者から得
た現金は二人で折半することを決めた(A1泉PS、A2和光PS、A

両名の供述の信用性については後述する。）。

そして、A両名は事前の話合いで決めた役割分担のとおり犯行に及

び、本件犯行で得た現金10万円を5万円ずつ等分して領得した(A

1泉PS、A2和光PS)。

(A1泉供述の信用性について）

（省略）

(A2和光供述の信用性について）

（省略）

（2）あてはめ

A両名は、令和5年4月4日午後10時頃、A2和光方において、

それぞれが脅迫行為を分担して行い、通行人から現金を脅し取る恐喝

を実行することについて合意しており、恐喝を共同して実行すること

についての意思連絡が認められる。

また､ A両名が、それぞれ利得を得るため本件恐喝の実行行為を分

担して行うことを了解し合って、現にこれを行っており、本件恐喝を

自己の犯罪として行う意思であったことにも特段の問題がない。

よって、本件前日午後10時頃、A2和光方において、通行人を狙

って金品を脅し取るという本件恐喝の共謀が成立したと認定できる。

3 実行行為が共謀に基づくものであること

共同正犯の構成要件・客観面で認定した恐喝行為は、前記2で認定し

た共謀内容のとおりであるから、同共謀に基づく実行行為であることは

明らかである。

4 構成要件・主観面

(1) A1泉について（故意及び不法領得の意思）

前記2及び3のとおり、A両名が、犯行日の前日に通行人から金品

を恐喝することを相談して決め、実際にそのとおり前記恐喝行為に及
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んでいることが認められるので、A1泉につき、恐喝の故意を認定で

きる。

また、A両名の供述等から、遊興費に充てる金欲しさの犯行である

ことが認められるので、不法領得の意思が認められることは明らかで

ある。

(2) A2和光について（故意及び不法領得の意思）

前記(1)で述べたことから、A2和光についても、恐喝の故意及び不

法領得の意思を認定できる。

5 小括

A両名には恐喝罪の共同正犯が成立する。

第4 情状関係及び求刑意見

1 被疑者両名共通

（1）不利な情状

ア 首尾良く犯行を遂げるため、あらかじめ脅迫の仕方や逃走の方法

等について話し合うなど計画的な犯行

イ 二人がかりで執ように脅迫するなど悪質

ウ 被害金額は10万円と比較的高額

エ 被害弁償未了

(2) 有利な情状

， なし

2 A1泉について

（1）不利な情状

ア 犯行をA1和光に持ち掛けた上、率先して恐喝行為を行うなど積

極的に犯行に関与した。

イ 現金5万円の利得を得た。

（2）有利な情状

自白し反省している。

3 A2和光について

（1）不利な情状

ア 逃走用の車両を準備したほか、A1泉に続き、恐喝行為を行い、

vから現金の交付を受けた。

イ 現金5万円の利得を得た。

ウ 自ら行った脅迫言辞を否認するなど真筆に反省していない。

エ 傷害の累犯前科1犯あり。

（2）有利な情状

なし

4 求刑意見

被告人両名につき、いずれも懲役○年
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資料4 共犯の記載例2

第1 終局処分

1 公訴事実

被告人両名は､梅田三郎61と共謀の上、令和5年6月15日午前1時4

1分頃、埼玉県和光市けやき坂2丁目4番地6フアインマート和光けや

、 き坂店において、同店店員山川海子（当時50歳）に対し、洋包丁（刃

体の長さ約18センチメートル）を突き付け、「強盗だ。金を出せ｡」な

どと言い、同人の頭部を前記包丁の柄で数回殴るなどの暴行、脅迫を加

え、その反抗を抑圧して同人管理の現金4万8144円を強取し、その

際、同人が同所から逃走しようとして転倒するなどしたため、同人に加

療約10日間を要する右下肢打撲及び挫傷の傷害を負わせたものであ

る。

2 罪名及び罰条

強盗致傷 刑法240条前段、60条

6

第2 被疑者梅田三郎の犯人性62

以下、被疑者松山一郎を「A1松山」、被疑者竹原二郎を「A2竹原」、・

梅田三郎を「A3梅田」、被害者山川海子を「V」と略記する。

1 犯人性の検討対象事実

（省略）

2 間接事実

（省略） ＃

3 共犯者A1松山の供述

A1松山は、「ファインマート和光けやき坂店」（以下「被害店舗」
という。）近くに止めた同人運転の車内で見張りをしながら、犯行時刻

頃、A3梅田が同店舗内に入り、その後Vが同店外に逃げ出し、A3梅

田も、それを追って外に出てきた様子を見たこと、その間、A1松山が

A3梅田と携帯電話機を通話状態にしたまま、同人とVとのやりとりを

聞いていたことから、A3梅田が本件強盗の実行犯であると供述をして

‘ いる。

A1松山の供述は、A3梅田がA2竹原から借りて所持していたA2
竹原名義の携帯電話機とA1松山の携帯電話機との通話履歴に合致して

いる上、A1松山の使用車両と車両番号の下4桁が同じで同車種の車が

現場付近で目撃されていることと整合している。A1.松山は､本件強盗

への自己の関与を認めつつA3梅田の犯人性を供述していることなどか

らすると、引き込みの危険も少ない｡‐

よって、A1松山の前記供述は信用できる。

6】被疑者梅田三郎については、送致を受けているが、被疑者死亡のため、公訴提起していない． ◎

62被疑者松山一郎及び同竹原二郎の犯人性の記述は、省略している。
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共犯者A2竹原の供述

（省略）

総合評価63

（省略）

昭I
Ⅱ■■■

5

3 犯罪の成否等

1 構成要件・客観面64

（省略）

2 共謀の成否65

（1）前提として認定できる事実

ア 関係者の人的関係

A1松山とA2竹原は小中学校時代からの友人、A2竹原とA3

梅田は高校時代からの友人であり、A2竹原がA3梅田をA1松山

に紹介し､令和5年4月頃から、A2竹原とA3梅田が家出をして、

A1松山方で寝泊まりするようになった｡ このように、A2竹原､

A3梅田とも、A1松山に対して居候の身であったが、さらに、A

3梅田が、A1松山やA2竹原に対し、事あるごとにうそをつくこ

となどから、A1松山がA3梅田に暴力を振るうようになり､ 本件

犯行時頃までにはA1松山とA3梅田の間に上下関係が形成されて

いた。他方、A1松山とA2竹原との間及びA2竹原とA3梅田と

の間には、いずれも上下関係があったとは認められない(A1松山

PS､ A2竹原PS、各供述の信用性については後述する。)d

イ 犯罪実現に対する利害関係、意思連絡（意思疎通）の経過等

A1松山は、A3梅田が事あるごとにうそをつくことなどから、

同人に暴力を振るうようになり、 同人にうそをつかないことなどを

約束させ、その約束を破った場合には金を払わせるなどの取り決め

をした(A1松山Ps)。

その後、令和5年6月13日から同月14日にかけての夜、 A3

梅田が、A2竹原の管理していたたばこを勝手に持ち出したなどと

して同人とトラブルとなり、A1松山もこれに加わり、A3梅田が

うそをついたとして、A1松山がA3梅田に30万円を自己に払う

よう要求し、その支払をA3梅田に応じさせた。

その際、 A1松山らは、A3梅田が支払う30万円のうち、A1

松山の取り分は20万円、A2竹原の取り分は1 0万円とすること

第3

2

“本来であれば、総合評価の前に、A3梅田の供述の信用性を検討すべきであるが、本件ではA3梅

田は死亡しているため、その供述が得られておらず、信用性を検討できないので、省略している。
64構成要件・客観面は、（共犯関係にある）被疑者ごとに項を分ける必要はなく、それぞれの被疑者

の個々の行為を具体的に、時系列順にまとめて認定するべきである。

65犯罪を遂行することについての意思連絡の存否を基礎付ける事実関係は各被疑者に共通であるか
ら、ここでも項を分ける必要はない。もっとも、正犯意思の存否について当てはめを行う際は、被疑

者ごとに証拠関係が異なることから、被疑者ごとに項を分けて論じる必要がある。
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”

とし、A2竹原は、その旨記載したメモを作成してA3梅田に手交

した（7/21報〔メモ〕、A1松山PS，A2竹原PS)。

A3梅田は、その支払のため父に無心しようと考え、同月14日

午後2時過ぎ頃、父が入院していた横浜大学医学部付属病院にA1
松山、A2竹原と共に行ったが、父に無心を断られた（梅田良太郎

KS、A1松山PS、A2竹原Ps)。そのため、A1松山は、同日夜、

同人方において、A2竹原の面前で、A3梅田に対し、「返す方法

がないんなら、コンビニ強盗でもやって金作るしかないんじゃない

か。」などと言ってコンピニ強盗を持ち掛けた。A3梅田は、一旦

は了承したものの、なお決行を迷っていたことから、A1松山がA

3梅田と二人で一室にこもり、約30分かけて説得してA3梅田に

実行を決意させた。引き続き、A1松山は、A3梅田と共に同室を

出て、待機していたA2竹原に対し、「梅田がコンビニ強盗やるっ

て。」などと言って、A3梅田がコンビニ強盗をする旨伝え、A2

竹原は「ようやく決心したか。」などと言って、これを了承した(A

2竹原PS)。

ウ 実行行為以外の加担行為

A1松山は、凶器として使用する包丁、変装用のマスクやニット

帽、バッグ等を準備してA3梅田に渡し、A2竹原は、連絡用の携

帯電話機をA3梅田に渡した6A2竹原は、A3梅田がコンビニ強

盗を実行する際に、確実に自己らと連絡を取れるように携帯電話機

を携行するに際し､ 安全ピンで着衣に固定する方法を提案した(A

2竹原PS) ｡

A1松山ら3名は､ 同月15日午前1時過ぎ頃、A1松山が運転

する自動車に乗ってA1松山方を出発し、途中《A1松山が「けや

き坂のファインマートなら客も少ないし、人通りもないからいいん

じゃないか。」と言い、A2竹原及びA3梅田がこれを受け入れた

ことから、同店を狙って強盗を行うこととなった。また、その際、

A1松山は、視力が良いA2竹原に見張りを依頼し、同人もこれを

了承した(A2竹原PS)。

その後、A1松山は、A2竹原及びA3梅田を車に乗せて運転し、

ファインマート和光けやき坂店の前を1回通り過ぎて客がいないこ

とを確認した後、同店の南側で、A3梅田が降車し同店に向かった。

その際、 A2竹原は、車から降りるA3梅田に対し、「うまくやっ

てこいよ。あのメモの金額減らしてあげるから。」と言った(A1

松山PS、A2竹原PS)。

A1松山及びA2竹原は、同店の西方約50メートルの路上に移

動し、A3梅田と携帯電話機で通話状態にしつつ、同店の様子を見
張った(A1松山PS、A2竹原ps) ｡ A2竹原は、見張り中、被害
店舗内に向かう客がいたことから、これを実行犯であるA3梅田に

携帯電話機で伝えて、A3梅田が実行に移すタイミングを指示した
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（8/1報〔関係者の通話履歴〕、A1松山PS、A2竹原PS)。

そして､ A3梅田は、前記1で認定したとおり、強盗の犯行を実

行したが、その間、A1松山は、通話状態にあった携帯電話機で、

A3梅田とVとのやりとりを聞いていた(8/1報〔関係者の通話履
歴〕、A1松山PS、A2竹原PS等）。

エ 犯行後の行為等

Vが店外に逃走し、A3梅田も店外に出て逃走したため、A1松

山が車を発進させてA3梅田の後を追ったが、同人とはぐれてしま

った。その後、同人は、逃走途中、付近のアパート2階から隣家の

屋根に飛び移ろうとして誤って転落し､同日午前2時45分頃、搬

送先の病院で死亡が確認された。そのため、A1松山及びA2竹原

は、A3梅田から現金を受け取れなかった(A1松山PS、A2竹原

PS等）。

(A1松山供述の信用性について）

A1松山は、A3梅田自身がコンビニ強盗をやると言い出した旨弁

解し、自己がA3梅田に強盗を持ち掛けた事実を否認する。

しかし、A3梅田がA1松山らに対し30万円を支払うこととなっ

た経緯に照らし、A3梅田が自ら強盗をしてまでその金を作ると言い

出したということ自体不自然であるし、後記のとおり信用できるA2

竹原供述とも相反するので、前記弁解は信用できない。

その余の供述については（以下、省略）

(A2竹原供述の信用性について）

′ A2竹原は、当初、A3梅田に脅されて犯行に関与した旨供述して

いたが(A2竹原KS)、勾留8日目以降、供述を変遷させ、A3梅田

に金を支払わせるために強盗をさせた旨供述するに至った。

変遷前の供述は､．（以下､ 中略）信用できない。

他方、変遷後の供述は、前記メモ等の客観証拠、A3梅田の実父の

供述と整合し、また、自らの犯行への関与も具体的に供述しており、

引き込みの危険も少ない。変遷理由も、死亡したA3梅田に対する罪

悪感に耐えられなくなったというのも合理性があって信用できる。

(2)あてはめ

ア 意思連絡について

前記2(1)イのとおり、A1松山は、令和5年6月14日夜、同人

方において、返済金を用意できないA3梅田に対し､ 強盗の犯行を

持ち掛けた上、同人を説得して、その実行を決意させた。A2竹原

は、A1松山がA3梅田に強盗の実行を決意させた場に同席してい

なかったものの、前記2(1)イのとおり、A3梅田に金を払わせるこ

とに積極的に関与した上で、A1松山から、A3梅田も同席する場

において、同人が金策のためコンビニで強盗する旨聞かされた際、

反対することなくこれを了承した。この経緯に照らせば、同日夜、
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A1松山方において、A1松山ら3名の間に、コンビニエンススト

アの売上金等を狙う強盗を共同遂行するとの意思連絡があったとい

える 。

その後、A1松山が、凶器として使用する包丁、変装用のマスク
やニット帽、バッグ等を準備してA3梅田に渡し、A2竹原も、こ

の状況を認識した上で、連絡用の携帯電話機をA3梅田に渡してい

ることから、A1松山ら3名は、コンビニエンスストアを狙い、店

員の抵抗を排除して売上金等を奪う強盗を共同遂行する旨認識して

意思連絡していたことは一層確実といえる。

さらに、A1松山ら3名が、同月15日午前1時過ぎ頃、A1松

山が運転する自動車に乗って同人方を出発し、途中、A1松山が「け

やき坂のファインマートなら客も少ないし、人通りもないからいい

んじゃないか。」と言い､ A2竹原に見張りを依頼して、その了承

を得た時点で、強盗を行う場所も決定されたといえる上、A3梅田

が強盗を行うに当たり、A2竹原が見張りするとの役割分担も決定

されたといえる。

イ 正犯意思について

(7) A1松山について

（省略）

（ｲ)A2竹原について

A2竹原は、本件犯行が実現すれば10万円が分配される予定

であったものであり、本件犯行の実現により相当額の利得を得る

立場にあったといえる上、前記2(1)ウのとおり、A3梅田が強盗

を実行する際に連絡を取りやすいように携帯電話機をA3梅田に

貸した上、その携行の仕方を提案し、犯行に先立ち、A3梅田に

対して、 「うまくやってこいよ。あのメモの金額減らしてあげる

から。」などと言って激励し、さらに、現場に同行し、被害店舗の

様子（店員の数、客の有無等）を確認してA3梅田に伝達するな

ど、強盗の実行に向けて積極的に関わり、･重要な役割を果たした

ことが認められる。そうすると、A2竹原についても、A3梅田

の強盗行為を、自己の犯罪として実現したものと評価でき、正犯

意思に欠けるところはない。

(') A3梅田について

（省略）

ウ 小括

以上から、A1松山ら3名の間に、本件強盗を共同遂行すること

についての合意、すなわち、強盗の共謀が成立したと認められる。

実行行為が共謀に基づくものであること

前記1の共同正犯の構成要件・客観面で認定したA3梅田の強盗行為

、前記2で認定した強盗の共謀のとおり行われたものであるから、同共

3

は、

－59－



謀に基づく実行行為であることは明らかである。

なお、強盗致傷罪は、強盗罪の結果的加重犯であり、各関与者が強盗を

共謀の上、共犯者の一部が強盗に着手した後、その強盗の手段により、あ

るいは、強盗の機会に被害者に傷害結果が発生した場合には、他の共犯者

も強盗致傷罪の責任を負うと考えられる。

本件においては､A1松山ら3名の共謀に基づいてA3梅田が強盗に着

手したところ､Vが被害店舗から逃げ出そうとして転倒し負傷したのであ

るから、正に強盗の犯行の機会にVの傷害結果が発生したといえ、A1松

山ら3名の強盗の共謀とVの傷害結果との間に因果性が認められるから、

A1松山ら3名について強盗致傷罪の客観面を充足する。

4 構成要件・主観面

(1) A1松山について

ア 強盗の故意

前記2の共謀の成否で論述したとおり、A1松山は§A3梅田に

コンビニ強盗をすることを持ち掛けて決意させた上、同人に凶器の

包丁等を手渡しており、同人が被害店舗において強盗を行った際も、

現場付近に停車した自動車内において、携帯電話機越しに同人がv

に対し脅迫を加えているのを聞いていたなどの事実が認められるか

ら、A3梅田が包丁を用いてVから現金を強取することを認識認容

していたこと（故意) が認められる。

イ 不法領得の意思

（ｱ）意義・

権利者を排除して他人の物を自己の所有物としてその経済的用
法に従って利用・処分する意思である。

（ｲ）事実認定及びあてはめ

/ A1松山がA3梅田に30万円を支払わせるためにコンビニ強

盗を同人に持ち掛けており、強取した現金を自己の用途に費消する

意思を有していたことが明らかであるから、不法領得の意思に欠け
‘ るところはない。

(2) A2竹原について

ア 強盗の故意

’ 前記2の共謀の成否で論述したとおり、A2竹原は、A1松山か
らA3梅田がコンビニ強盗をやる旨聞かされた上でこれを了承し、

A1松山が凶器の包丁等をA3梅田に手渡しているのを見てこれを

知っており、さらに、同人がvに対して包丁を突き付けるなどして

現金を強取する際、現場付近に停車した自動車内において、同人と

携帯電話機で連絡を取りながら現場周辺の見張りをしていたなどの

事実が認められるから、同人が包丁を用いてvから現金を強取する

ことを認識認容していたことは明らかであり、A2竹原もその旨認

めている。したがって､ A2竹原についても、強盗の故意が認めら
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れる°

イ 不法領得の意思

A2竹原も、A1松山同様、A3梅田に30万円を支払わせるた

めにコンビニ強盗を同人に持ち掛けており、強取した現金を自己の

用途に費消する意思を有していたことが明らかであるから、不法領

得の意思に欠けるところはない。

A3梅田について

（省略）

傷害結果の故意・過失について

A1松山及びA2竹原は、「相手にけがを負わせることまでは話し合

っていない｡」旨供述する。しかし、強盗致傷罪においては､傷害結果
について故意は不要であって、判例によれば、過失も不要であるから、

A1松山ら3名の主観面に欠けるところはなく、A1松山及びA2竹

(3)

(4)

原の前記供述は、強盗致傷罪が成立するとの結論を左右しない。

小括

A1松山ら3名につき､ 強盗致傷罪の共同正犯が成立する。

5

情状関係及び求刑意見

被疑者3名に共通

（省略）

A1松山について

（省略）

A2竹原について

（省略）

求刑意見

被告人松山一郎につき、懲役○年
被告人竹原二郎につき、懲役○年

洋包丁1本没収（犯行供用物件・A1松山所有）

第4

1

2

3

4
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第3章 検察実務修習における決裁とその資料について

第1 決裁制度の意義と心構え

検察官は、独任制官庁であるから、事件処理においては、不偏不党の立場

から、法と証拠のみにのっとり公正かつ適切に検察権を行使しなければなら

ない。その一方で、個々の事件は過誤なく処理されることが求められ、ま

だ 類似した事件間での処理の公平を図らなければならないなど、検察権に

対する国民の信頼を維持するため、検察権は統一的に行使されるべきであ

る。

このような検察官の独立と検察権の統一的行使の要請を調和させるものと

して、上司（決裁官）による決裁制度がある。すなわち、個々の事件処理に

際しては、主任検察官が、決裁官に自らの処理方針を説明し、当該処理方針

に関し、決裁官から適切な助言と承認がもたらされることにより、過誤のな

い、適正かつ公平な事件処理が実現される。

そして、事件の捜査及び処理は主任検察官の権限と責任において行われる

べきであるところ、決裁官が主任検察官に対し、適切な助言と承認を与える

ためには、まず、主任検察官において、事実関係、証拠及び処理方針につき

適切な報告・説明をすることが必要不可欠である。

このような報告・説明能力は、検察官のみならず法曹三者にとって基本的

な能力である。したがって、司法修習生は、検察実務修習において、指導係

検事の指導監督の下、実際の事件を題材として事件の捜査・処理の在り方を

学ぶに際して、自らを「主任検察官」と位置付けて積極的かつ主体的に取り

組み、司法修習生として決裁を経験する場合にも、漫然と決裁官の指示を待

つのではなく、自己の報告9説明能力を研さんする機会と捉え、取り組むこ

とが求められる。

第2 実務における決裁資料の意義

1 決裁資料作成の目的

主任検察官は､捜査開始後、その進行状況に応じ、適宜、決裁官に対し、

その状況等を報告・説明する必要がある。そして、前述のとおり、事件処理

決裁においては、まず主任検察官が、決裁官に対し、事実関係、証拠及び処

理方針につき的確に報告・説明することが求められるところ、それを簡潔か

つ正確に行うためには、多くの場合、口頭での説明に加えて決裁資料を作成

することが有用である。

また、部制庁等、捜査主任検察官と公判主任検察官とが分離している場合

には、決裁資料は、公判主任検察官に向けての引継資料（公判引継資料）と
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しての性質も兼ねているのであり、この点からも決裁資料の作成が求められ

る。

2 検察実務修習において決裁資料を作成する際の留意点

導入修習、分野別実務修習及び集合修習で実施される検察終局処分起案

は､ 司法修習生が法科大学院等で培った法的知識を実務的な視点で確認し、

かつ、犯人性及び犯罪の成否の双方につき事実認定の基本的な思考過程を習

得するためのものであるから、結論に至る思考過程を丁寧に示す必要があ

り、記載の分量もおのずと多くなることが多いと思われる。

これに対し、検察実務修習において、司法修習生が取り組んだ個々の事件

の終局処分時に作成する決裁資料は、司法修習生が、仮に当該事件の主任検

察官となったとして、策定した処理方針とその理由を、限られた時間の中で

決裁官に端的に伝達するためのものであるから、問題点を中心とした簡にし

て要を得た記載が求められる。

もっとも、ここで説明するのは、いわば「最大公約数」的な決裁資料であ

るから、実際の事件処理においては、各実務庁に定められた記載要領に従う

とともに、事件に応じて必要な事項を記載しなければならない。

なお、不起訴事件は不起訴裁定書を作成するので、原則として別途決裁資

料を作成する必要はない。

第3 検察実務修習における決裁資料の記載事項

1 事案の説明

（1）事案の概要

事案の概要を端的に記載する。

公訴事実をそのまま引き写すのではなく、場合によっては公訴事実に記

載のない事実も盛り込みつつ、「覚醒剤約0. 39の単純所持事案」、「ホー

ムレスによるコンビニでの食品等の万引き事案」等、事案の特徴や骨子を

踏まえた簡略な説明が望ましい。

また、動機犯や被疑者と被害者との従前の関係に端を発する事件等の場

合､ 必要に応じて、犯行に至る経緯、犯行状況及び犯行後の状況等からな

る時系列を記載する。ただし、この時系列は、犯人性の認定、犯罪の成否

及び求刑を検討するのに必要な範囲で簡潔に記載し、いたずらに網羅的で

あってはならない。

（2）捜査の端緒

多くの事件においては、捜査の端緒が犯人性の認定に重要な意味を有す

るので、記載する必要がある。捜査の端緒が犯人性の認定に意味を持つも

のの、その推認過程が分かりにくい場合、被疑者を犯人と特定するに至っ

た時系列を簡潔に記載する。
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（記載例1-1)

11 : 10am 本件発生

11:35am Aを緊急逮捕

この例では、被疑者を犯人と特定した理由が分からないので、次の例の

とおり、特定に至る経緯を記載するとよい。

（記載例1-2）

11:10am 本件発生

11 : 15am 警察官が現場に臨場。現場にいた目撃者W (A･V双方の

同僚）が「AがVを刺した」と申告

11:35am "Aを緊急逮捕

また、薬物事犯等においては、薬物押収手続や任意同行から逮捕に至る

手続等が問題となる場合もある。その場合には、検討の経過及び結論につ

いても記載する。

2 被疑者の身上等

犯行の動機の有無や更生環境が整っているかなど、犯人性の認定、犯罪の

成否及び求刑の検討に必要な限度で、被疑者の身上等を簡潔に記載する。

前科についても、累犯前科や執行猶予中の前科など、求刑の一根拠となる

ので、この項で記載するとよい。

3 認否

第2章で示したように、検察終局処分起案においては、客観証拠の十分な

検討を徹底するため、犯人性に関して、被疑者供述の検討に先んじて間接事

実及び被疑者供述以外の直接証拠を検討して論述することが求められる。

実務においても、客観証拠を最も重視すべきであることは当然である。そ

の一方で、実務においては、争点を意識したメリハリのある立証が求められ

ている。もちろん、公判前整理手続又は第1回公判期日を経なければ争点は

確定しないものの、捜査段階における被疑者の弁解がそのまま公判における

争点を形成することが多いから、捜査段階における被疑者の認否及び弁解の

概要を把握することは、公判における争点を予測し、それについての立証構

造を把握することに資する。

そのため､ 実務においては、事実関係及び証拠を検討する前提として、被

疑者の認否及び弁解の概要を決裁官に説明し、それに応じた立証構造を念頭

に置きつつ、以後、犯人性及び犯罪の成否につき報告・説明するのが分かり

やすいと思われる。

そこで、決裁資料においては､事実関係及び証拠の記載に先立って、被疑

者の認否を端的に記載する。なお、これは､ 被疑者の認否及び弁解内容のみ

を検討すれば足りるとの趣旨ではなく、公判において争点となり得る可能性
‐
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がある事項については、弁解の有無にかかわらず検討して記載しなければな

らない。

（記載例1) 暴行の実行行為性及び故意を否認。「階段を上っていたとき、

自分が振り向くとVが勝手に転倒した。vを突き落とすつもり

などなく、自分は何もしていない。Vが自分の真後ろにいたこ

とも知らなかった。」と弁解。

（記載例2）殺意を否認。「少し怪我をさせてやろうと思って少しだけ刺し

た°死ぬとは思わなかった。」と弁解。

4犯人性

証拠とその信用性を吟味し、公判における効率的かつ効果的な立証を意識

して証拠構造を組み立て、それを前提に証拠関係とその評価を記載する。

犯人性に関する証拠構造は、直接証拠型と間接事実型に大別される。

直接証拠型とは、被疑者と犯人とが同一であることを直接に立証し得る証

拠がある場合をいい、防犯カメラの映像や目撃者による犯人目撃識別供述が

その典型である（19頁参照）。このような証拠が存在し、かつ、十分な信用

性が認められれば、当該直接証拠を立証の中核とするのが一般的と思われ

る。

このような直接証拠がない場合、被疑者と犯人との結び付きを推認させる

間接事実を立証し、いくつかの間接事実が集積することにより、被疑者が犯

人であることを立証することになり、このような立証の構造を間接事実型と

呼ぶ（9頁参照）。

（1）直接証拠が存在する場合の記載

ア 直接証拠が非供述証拠である場合（防犯カメラ映像、現場録音音声）Ⅷ

映像又は音声等により認定できる犯人像が、被疑者のそれと確実に結

び付いているか否かの検討が重要である。例えば、防犯カメラ映像であ

れば、そもそも人物が識別できる程度に鮮明であるか、映像に映ってい

る人物の着衣と被疑者所持の着衣との同一性が認められるかなどについ

て検討し、決裁資料に検討結果を簡潔に記載すべきである。また、防犯

カメラ映像の人物の身長や現場録音音声の声紋につき鑑定を実施した場

合、その鑑定手法の合理性及び信用性について言及すべき場合もある

う。

イ 直接証拠が供述証拠である場合（犯人目撃識別供述）

目撃状況、識別状況の双方の観点から、信用性の慎重な検討が必要で

ある（19頁参照）。その際、重視すべきは客観証拠との整合性であり、

犯人目撃識別供述を裏付ける客観証拠が存在する場合には､必ずこれを

挙げるべきである。なお、この客観証拠は、目撃識別供述の裏付けとな
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るだけでなく 、それ自体が間接事実の根拠となり得る場合が多く、その

場合、間接事実としての位置付けも検討すべきである。

次に、犯人目撃識別供述が､他の第三者供述と整合することをもって

，信用性の根拠とする場合<当該第三者供述の信用性についても検討が必

要である。

(2)直接証拠が存在せず、間接事実型の立証を予定する場合の記載

ア 非供述証拠を中核とする間接事実の場合

DNA型鑑定結果(血痕､体液)、鑑識結果(指掌紋､足痕等)、押
収物（犯行供用物件、被害品等）等を中核とする間接事実である。これ

らは前記第2章第3の2(3)ア①～⑦の着眼点（13頁以下）の間接事実の

うち、着眼点①②（証拠物等）を構成する。また、防犯カメラ映像や現

場録音音声は、識別できるほど鮮明でない等の理由から直接証拠となり

得ない場合でも、犯人の特徴等を認識できる限度で着眼点③（特徴）や

着眼点④（犯行の機会）を構成し得る場合がある。

イ 供述証拠を中核とする間接事実の場合

犯行を目撃したものの犯人を識別できない者の供述は、前記着眼点③

（特徴）の間接事実を構成し得る。これに対し、犯行自体は目撃してい

ないものの犯行に近接する日時・場所で被疑者を目撃した者の供述は、

着眼点④（犯行の機会）の間接事実を構成し得る。

また、犯行前又は犯行後に被疑者から犯行について聞かされた者の供

述は、着眼点⑥（犯行前後の言動）を構成し得、その内容によっては着

眼点⑦（動機）の間接事実をも構成し得る。、

これらは、全て当該供述の信用性の検討が不可欠である。犯人目撃識

別供述と異なり､‘犯人性立証の決め手ではないものの、上記各間接事実

を構成するほか、直接証拠の信用性を支える場合も多い。検討の視点に

ついては、信用性検討の前記考慮要素①から⑤（17頁）を参照し、決裁

資料にはその結果を箇条書き等により簡潔に記載する。

(3)消極証拠の記載

犯人性に関する間接事実は、基本的に被疑者の犯人性を肯定する方向に

働く事実であり、これらの事実を認定させる証拠を積極証拠という。それ

に対し、被疑者の犯人性を否定する方向に働く事実を認定させる証拠を消

極証拠といい、被疑者にアリバイがある旨の第三者供述がその典型であ

る。

この場合、当該消極証拠に信用性が認められれば、被疑者の犯人性が否

定されるのであるから、当該消極証拠については必ず信用性を検討し、そ

の結論を記載することが不可欠である。
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なお、理論的には、犯人性を否認する被疑者自身の供述も消極証拠であ

るが、これは後述するとおり「被疑者供述の検討jとして記載すればよ

い。

性）犯人性に関する間接事実の記載例

犯人性に関する間接事実の記載例を示す。

（記載例1）犯行の28時間後に実施したA方の捜索の際、被害品であ

る財布(Vの運転免許証在中）が発見され差し押えられた。

いわゆる近接所持の間接事実である。近接性が強いほど犯人性の推認力

は強いので、「28時間後」という要素が重要である｡また、被害品と押

収品との同一性が問題となり得る場合には、その根拠も検討して記載す

る。上記記載例では「(Vの運転免許証在中）」との記載がそれに該当す

る。

（記載例2）現場で領置されたたばこの吸い殻から検出された体液のD

NA型がAのものと一致した。

遺留物から検出されたDNA型を中核とする間接事実である｡ ただし､

上記事実のみであれば、被疑者が事件と無関係に現場に吸い殻を落とした

可能性を否定できず、推認力が強いとまではいえない。したがって、次の

例のように、推認力の強弱に関する事情も記載すべきである。

（記載例2-1）現場で領置されたたばこの吸い殻から検出された体液の

DNA型がAのものと一致した（ただし、この吸い殻がいつ

から現場にあったのかは証拠上不明）。

（記載例2-2）現場で領置されたたばこの吸い殻から検出された体液の

DNA型がAのものと一致した(Vは犯人がこの吸い殻を捨

てたと供述）。

2-1は犯人と吸い殻の結び付きが証拠上明らかでない例、2－2はそれが明

らかである例である。後者の場合、V供述の信用性が問題となり得るの

で、信用性の根拠（現実に吸い殻が発見されていること、AとVとに利害

関係がないことなど）を記載すべき場合もあろう。

（5）共犯者供述の検討

被疑者の犯人性に関する共犯者供述の概要を記載し、その信用性につい

ての結論及び根拠を簡潔に記載する。検討の視点は第2章第3の2(5)（20

頁以下）参照。

（6）被疑者供述の検討

「認否」において記載した自白又は弁解の内容を前提に、犯人性に関す

る被疑者供述の信用性についての結論及び根拠を簡潔に記載する。検討の

視点は第2章第3の2(6)（21頁以下）参照。

5 事実認定上又は法律適用上の問題点
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(1) 総論

公判において事実認定上又は法律適用上、争点となり得る事項に絞って

記載すべきである。捜査段階における被疑者の弁解が、そのまま公判にお

ける争点を形成することが多いことから、被疑者の弁解を中心に検討すべ

きであるものの、それに限らず、将来の公判において争点となり得る事項

については、十分な検討が必要であることは、前記4において述べたこと

と同様である。さらに､積極証拠に限らず消極証拠についても検討し、そ

の結論と根拠を記載すべきことも前記4と同様である。

(2)客観的構成要件要素

被害者や目撃者が存在する事案、単純な自白事件においては、問題なく

認められる場合がほとんどであり、記載は省略するか簡潔なものでよい。

認定の手法については第2章第4の3(2)（25頁以下）を参照されたい。

なお、「生の事実」については問題なく認定できる場合であっても、実

行の着手時期や既遂時期等の評価が微妙な事案が存在し、これらは予備

罪、未遂罪及び既遂罪の分水嶺であるから、検討の上、決裁資料に記載す

る必要がある。同様に、詐欺罪等の知能犯において被疑者の一連の行為の

うち、どの部分が実行行為に該当するかとの評価が微妙な事案について

は､ 実行行為と評価される被疑者の行為を具体的に認定し、その理由付け

を決裁資料に記載することが有用であろう。

なお、客観的構成要件要素該当性についてさほど問題がなくとも、主観

面（故意、目的) や違法性（正当防衛等）の認定において問題がある場

合、これらの検討の出発点として、あらかじめ証拠上認定できる客観的事

実を整理しておくとよい。

なぜなら、主観的構成要件要素該当事実は、被疑者の自白のみならず、

客観面から合理的に推認できるか、あるいは被疑者の自白が客観面と照ら

し合わせて合理的であるかという観点から認定されるものであり、正当防

衛等の違法性阻却事由の有無も、被疑者及び被害者がどのような行為に及

んだか、それによりどのような結果を生じたかという構成要件の客観面か

らの判断が重要だからである。

(3)主観的構成要件要素

理論上、故意や目的等、主観的構成要件要素を認定するための直接証拠

は被疑者供述（自白）であるから、主観的構成要件要素に関し、信用でき

る自白が存在すれば、それに依拠して認定できるはずである。

：しかし、自白の信用性は、結局､‘客観的構成要件要素該当事実との整合

性や客観証拠の裏付け等によって判断されるものである。したがって、被

疑者が主観的構成要件要素につき否認する場合のみならず、自白する場合

であっても、先に認定した客観的構成要件要素該当事実やその他の客観証
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拠に基づいて主観的構成要件要素を認定すべきである。実務上、終局処分

時に故意等を認める自白が存在する事案であっても、公判において当該自

． 白の任意性又は信用性が争われ､ 故意の存否が争点となることはよく見ら

れるところであり、かかる観点からは、主観的構成要件要素につき自白が

存在する事案であっても、決裁資料には、それを裏付ける主要な客観証拠

等や間接事実を記載すべきである。

（4）共犯事件の場合

第2章第4の4（28頁以下）参照。

（5）違法性、責任、訴訟条件、罪数関係等

第2章第4の5及び6（30頁以下）参照。

違法性阻却事由や責任阻却事由の有無の認定は、構成要件該当性に比べ

て非類型的であるから、文献及び判例における類似事案を検索し､それら

との異同を比較しつつ検討することになる。このような検討に用いた資料
のうち、有用なものはその写しを決裁資料に添付することが望ましい‐ o

f また、親告罪を起訴する場合には、告訴権を有する者による告訴期間内

の告訴が存する旨、簡潔に記載するとよい。

6 終局処分・求刑

終局処分（公判請求か略式請求か)及び求刑意見を記載し、それらの根拠

となった情状事実を簡潔に指摘する（32頁以下参照）。前科は、執行猶予期

間中であるか、累犯であるか、数罪を起訴する場合においてずそれらの罪の

中途に確定判決が存するかなど、求刑に法律的に直接の影響をもたらすもの

は当然記載し、そうでなくとも、近時の同種前科等、求刑に影響を及ぼすも

のは必ず記載する。

終局処分及び求刑を決する画一的基準は存在せず、これらを決するに際し

ては、当該事件における情状を的確に把握して評価するとともに、処分の公

平の観点から､ 同種事案においてどのような処分及び求刑がなされてきたか

についても十分な調査を行い､ これら諸要素を総合して合理的な結論を導く

べきである。

なお、求刑を決するに当たっては、法定刑及び処断刑並びに必要的没収・

追徴の有無を必ず確認し、違法求刑とならないよう留意する必要がある。

7 その他の記載事項

、 前述のとおり、部制庁等、捜査主任検察官と公判主任検察官とが異なる場

合、決裁資料は公判引継書としての役割をも担っている。したがって、公判

遂行上留意すべき事項についても決裁資料に記載し､ 公判主任検察官への引

継ぎを確実にすべきである。以下はその一例である。

（1）呼出し方法や対応に特別な配慮を要する関係者の有無
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これらの事項の引継ぎ漏れは、関係者の検察に対する不信感を招くとと

もに、公判遂行に重大な支障を来しかねないので、適切に記載する必要が

ある。なお、実務庁によっては、被害者等の対応に関する一覧表やチェッ

クリストを作成することが求められており、その場合、被害者等に関する

事項は、その書面に記載する。

(2)追起訴関係

追起訴がある場合、その時期及び内容等を踏まえた上で審理計画を策定

する必要があるから、決裁資料には、追起訴の有無、追起訴時期の見込み

及び内容を簡潔に記載する。

(3)共犯者関係 ．

否認事件等、共犯者の証人尋問が見込まれる場合、公判主任検察官にお

いて共犯者の所在や審理状況を把握する必要がある。また、公判の推移に

応じ、共犯者間の処分の公平を再度、検討する必要が生じる場合もあろ

う。そこで、共犯者を不起訴とした場合、又は被疑者と共犯者とを個別に

起訴した場合、決裁資料に共犯者の処分を記載する。

性）被疑者の特異言動、健康状態等

取調べ等において、被疑者が被害者等の関係者に対する威迫等を匂わせ

るような言動をすることがある。この場合、起訴後、裁判所から保釈につ

き意見を求められれば、被疑者の言動を理由に「不相当」との意見を述べ

るべきであるから、被疑者の前記言動の内容、そのような言動に至った経

緯及び時期等を記載する｡

また、持病のある被疑者や、勾留中に健康状態に問題を生じた被疑者

は、それが悪化すれば勾留執行停止の必要が生じる場合があるから、この

ような事情についても適切に記載する。

その他、被疑者に特異な言動が見られた場合には、その内容等を記載す

る。

(5)示談の見通し等

終局処分後に示談等が成立した場合、求刑変更の必要を生じることがあ

るので、弁護人等による示談交渉が進行中の場合、その進捗状況や成立の

見通しを記載する。
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第4 記載例

資料1（犯人性の直接証拠あり、自白）

決裁メモ(在宅）

主任検察官 検事 田中希美男

関与修習生 江原 理沙

同 ． 岩塚 孝志

第1 事案の概要

A (62歳、男性)が、スーパーで缶ビール2本（販売価格402円）を万引き。

私人（保安員）現逮→送致前釈放→在宅送致

第2 Aの身上経歴・前科関瀝

高卒後、建築作業員等を転々。現在は､無職で生活保護により単身生活。結

婚歴はない。大阪市に弟が居住しているが、P説得しても身元引受を拒否。

R5. 4に窃盗(万引き)の前科1犯（罰金20万円。納付済み)6それ以前に窃

盗（万引き）の前歴3件。

第3 Aの認否

故意を含め一貫して自白。

第4 犯人性

1 A自白以外の証拠

保安員Wが犯行の一部始終を目撃し､Aがレジを通らずに店外に出たところ
でAを確保(WPS) ｡ W供述の裏付けは以下のとおり｡

．WがAを確保したとき、Aジャンパー両ポケットに1本ずつ缶ビール

が入っていた（本件被害品）。

・店内の防犯カメラ映像に犯行状況が映っている。ただし、後ろ姿であり

不鮮明であって「赤い帽子をかぶった紺色上下の人物｣程度にしか識別

できない。帽子と着衣は犯行当日に写真撮影済み。

2 A自白

犯行態様についてはW供述と合致。常習性につき「これまでにも2～3回、

このスーパーでビールやチューハイを万引きした。」と供述。

第5 事実認定上。法律適用上の問題点

逮捕時の所持金は23円であること、保安員に声を掛けられた際、逃走しよ

うとしたこと（防犯カメラ）、被害品の隠匿状況から、過失により精算を失念

した可能性はなく、窃盗の故意が認められる。

第6 情状及び求刑

公判請求（求刑：懲役6月）

（－）同種罰金前科から半年での再犯、常習性あり、監督者なし

（＋）被害額軽微、被害品還付済み、自白 以 上
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資料2（犯人性の直接証拠なし、自白）

； 決裁メモ(勾留延長満期: R5. 10/3)

主任検察官 検事 東澤 弘子

関与修習生 立花 早苗

同 恒村乙二郎

第1 事案の概要

A (50歳、女性）が、自殺目的で、ひねった新聞紙にライターで火を付け、

これを当時の自宅マンション(A以外5名居住）玄関内西側に設置された下駄

箱の上に置いて同玄関内西壁等に燃え移らせ、よって、同玄関内西壁等合計約

16㎡を焼損した現住建造物等放火事件(既遂)。

第2 Aの身上等

1 経歴等

中卒。工員として稼働。H2. 6月に水上浩一郎と結婚して2女をもうけたが、

H30. 11月に離婚し、犯行当時は、無職で生活保護費を受給しながら犯行場所

であるマンションで単身生活。

2 前科等

R4｡ 9月に窃盗(万引き)の罰金前科1犯(20万円、未納）

@ H29～H30に詐欺(無銭飲食)等の前歴6件。

／

第3 捜査の端緒・逮捕に至る経緯

事件発生直後の隣人からの110番通報。逮捕までの時系列は以下のとおり。

2/11 0:04am : Aが110番通報し「手首を切る。死にたい。」と訴える

0:10am :上記通報に応じてKがA方に赴き､;Aが一人でいることを確

認し、0 : 36am，A方を離脱

1:00am :本件発生

1:09am : 110番通報(付近住民である神田雪子による）

1:13am : K現場臨場、その後消防隊現場臨場

1:39am :消防隊が現場便所内に倒れているAを発見

1:54am :鎮火

Aは、病院に搬送され、急性一酸化炭素中毒・気道熱傷・肺

炎との診断 、

3/2 ：前記病院でA任意調べ(否認。失火の弁解）．

6/28 : A退院

8/16 :Aを詐欺(無銭飲食)で逮捕

9/2 :Aを詐欺罪で公判請求

9/13 :Aを本件で通逮(失火の弁解）

第4 Aの認否
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自白(当初、フライパンで餃子を焼いていた際の失火と弁解していたが、勾

留9日目のP取調べで自白。全過程録音録画実施。）

犯人性第5

1 証拠構造の概要

（1）放火行為そのものの目撃者等、犯人性に関する直接証拠はない。

（2）犯人性立証構造の骨子は

ア Aに犯行の機会があったこと

イ 第三者による犯行の可能性の否定

ウ Aの自白の信用性（当初弁解の不合理性を含む）

となる。

2 Aに犯行の機会があったこ と

出火時刻は神田による110番通報(1 : 09am)の直前頃と認められるところ

（1）出火の約33分前にAのみがA方六畳和室にいたこと

（2）出火の約30分後にAのみがA方便所にいたこと

が、証拠上明白（(1)は警察官現認（2)は消防隊員現認）である。

3 第三者による犯行の可能性の否定

(1) Aと本件マンションの住人の間では､放火の原因となるようなトラブルは

なかった(二葉PS《三谷、五月、八巻及び十村の各KS)。

(2)‘犯行前の1時間に､本件マンション西隣の樹林公園前瓦施工店前の道路を

通行したのは､､110番通報を受けてA方に臨場したKが乗車する警ら用無線

車両の往復のみであり、その他の車両や歩行者の通行は認められない(防犯

カメラ）。

※ ただし、本件マンション東側交差点付近の通行状況は証拠上不明で

あり、この方面からの侵入者の可能性の完全な排斥は不可。

4 Aの自白の信用性（当初弁解の不合理性を含む）

（1）自白の要旨

私は､酒ばかり飲んでいる自分に嫌気がさし、自分なんか生きていても将

来いいことなんか何もないという気持ちになってきた｡手首を切ろうとして

包丁を持ったが､怖くて切れなかった。誰かにこの気持ちを聞いてもらいた

いと思い、110番通報して「手首を切る。死にたい。」と訴えた。その後、

お巡りさんが来てくれたので、気持ちが落ち着いてきた。しかし、また、死

にたいという気持ちになり、とっさに火を付けて火事になれば死ねるのでは

ないかと思い､台所にあった新聞紙をひねって100円ライターでその新聞紙

に火を付けて玄関にある下駄箱の上に置いた。この新聞紙は、定期購読して

いる「夕刊和光」である。実際に火が付くと怖くなり、煙が目やのどに入っ

て痛く、激しくむせてせき込んだ。それで､私は、思わずトイレに駆け込ん

でドアを閉めた。その後の記憶ははっきりせず､気が付くと病院のベッドだ
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った。

(2)他の証拠･事実との整合性

ア 犯行前である2/11 0 : 04amAから「手首を切る、死にたい。」との110

番通報があり、これに応じてKが0: 10aIII頃、A方に赴くと、台所の流し

に包丁が1本置かれていたこと（110番通報に関する報）

イ Aの供述する方法で実際に火災が発生すること燃焼実験に関する報）

ウ A方玄関土間西側には木製の下駄箱が設置され､その北側にはビニール

傘3本が置かれ､火災発生後、同下駄箱とビニール傘はほぼ原型をとどめ

ないまで焼損し､その周辺には焼損した木片やガラス片､焼損した靴が散

乱していたこと（焼損面積に関する報、実、水上小春(Aの長女) PS)

エ 平日夕刻、A方に「夕刊和光」が定期的に配達されていたこと（新聞購

読等に関する報）

オ 消火活動時である1 : 39am､ AはA方便所で洋式便器に覆い被さるよう

にして発見されたこと（消防隊員からの事情聴取に関する報）

力 火災後、Aが病院に搬送された際、ライターを所持していたこと（ライ

ター領置に関する報）

キ Aは、火災後搬送された病院で、急性一酸化炭素中毒・気道熱傷･肺炎

と診断され､肺炎は､煤煙等を吸引したことによる炎症であること（医師

からの事情聴取に関する報）

5 当初弁解の不合理性

Aは、当初、犯人性について積極的に否認せず、失火である旨の弁解をして

いたが、それが信用できないことは後述のとおりである。

第6 事実認定上・法律適用上の問題点

1 犯行時刻の特定

Kが火災後である1 : 13am頃に臨場した際､A方玄関西側辺りで地上高30 cm

位の炎が上がっていた事実が認められ､同事実及びA自白を踏まえて実施した

燃焼実験の結果､ひねった新聞紙が燃えて下駄箱や化粧合板に燃え移り、更に

下駄箱横のビニール傘にも燃え移って地上高30 cm程度の炎になるのに11分

程度要することが判明した。したがって、放火時刻は2月11日午前1時頃と

特定した。

2 故意

(1)失火の弁解の信用性

、Aは当初、「台所でフライパンで餃子を焼く途中、トイレfに行った。トイ

レから出てみると､ 煙が充満していた。」と失火である旨の弁解をしていた

が、玄関の下駄箱付近が激しく焼損しているのに対し、台所には大きな焼損

はないことに照らし、信用できない。

.Aは､ かかる弁解を繰り返した後、台所の焼損状況の写真を見せられ、こ
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れ以上、うそはつけないとの理由から自白に転じたのであり、この供述の変

遷によって前記自白の信用性が否定されるものではない。

（2）建造物焼損の認識・認容 、

（省略）

3 責任能力

（省略）

第7 情状及び求刑

1 情状

（一）・自殺目的で放火に及んでおり、動機は短絡的

．A以外5名が就寝中の集合住宅に放火しており、危険性大

・焼損面積は約16㎡であり、その修繕費用約240万円の弁償なし

・所有者である大川進をはじめ近隣住民は厳重処罰を希望

（＋）・ガソリン等の揮発油は使用せず、単純な放火方法

・飲酒の上での犯行で計画性までは認められず

2 求刑

追って66※ 押収に係るライター1個は没収しない(A所有のライター

は複数あり、Aは、どのライターを使用したか記憶が定かで

ないため）

第8 その世参考事項

別件詐欺事件（無銭飲食）の追送致を予定（10月初旬頃）。なお、Aにつ

いては、前記窃盗罪による罰金20万円が未納であり、追って労役場留置の予

一 定（担当:当庁徴収担当紙谷検務専門官【内線22XXI )。

以 上

“別件詐欺事件の追送致が予定されているため、求刑は追って決定することとした。
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